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Asian Society of Human Servicesでは、障害の有無に関わらず共に

学ぶ場を設定し、そこで行われる平等かつ包括的な教育をInclusive 

Educationと定義する。 

 

Inclusive Education分野の研究は、その方法が科学的であれば国際

的に通用する分野であり、多職種協働の試みによってより発展する

ことが期待される。“Evidence Based Inclusive Education”の推進が特

に求められている。 

 

そこで本学会ではInclusive Educationに関する科学的な研究・実践

活動を通じ、日本をはじめアジアのInclusive Educationの進歩・発展

に寄与することを目的とし、学会として3種類目の専門研究ジャーナ

ルをここに創刊する。 
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ABSTRACT 
 本研究では，特別支援教育における多職種連携を推進するために，インクルーシブ教育の

観点から，多職種・保護者における連携のあり方を明確に示す必要があると考えた。そこで

照屋・川満・韓(2016)は，現在学校現場で行われている連携内容と，インクルーシブ教育の

観点の二つを取り入れた多職種連携効果評価尺度の開発を試み，専門家と現職教員合わせて

291 名の回答者が全ての領域，項目において 80%以上が妥当であると判断し，内容的妥当性

が確認された。本研究では，多職種連携効果評価尺度(試案)の信頼性と構成概念妥当性の検

証を行うことを目的とした。結果として，信頼性に関しては，内的整合性法を用いたCronbach 
α の項目全体値は 0.901 となったため，高い信頼性が得られたことが証明された。構成概念

妥当性に関しては，尺度自体を領域 1「連携システムの構築」と領域 2「連携活動」の 2 領

域 10 項目で再構成することとなった。本研究で新しく作成された尺度を，インクルーシブ

教育における多職種連携評価尺度(Cooperative Relationship Assessment Tool for Inclusive 
Education; CRATIE)とした。 
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Ⅰ．研究背景 
 

厚生労働省(2006)は，改正障害者雇用促進法及び障害者自立支援法の成立を受け，「福祉，

教育等との連携による障害者の就労支援の推進に関する研究会」を立ち上げ，福祉的就労か

ら一般雇用への移行の促進等，雇用と福祉の一層の連携強化を図るために，養護学校や医療

機関等への働きかけや，障害者本人・その保護者への働きかけを行っている。また，2012 年，

中央教育審議会(以下，中教審)によって出された「共生社会の形成に向けたインクルーシブ

教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」の中では，「障害のある子どもが，そ

の能力や可能性を最大限に伸ばし，自立し社会参加することができるよう，医療，保育，福

祉，労働等との連携を強化し，社会全体の様々な機能を活用して，十分な教育が受けられる

よう，障害のある子どもの教育の充実を図ることが重要である。」と述べられている。さらに，

現行の特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第１章総則において，「家庭及び地域や医療，

福祉，保健，労働等の業務を行う関係機関との連携を図り，長期的な視点で児童又は生徒へ

の教育的支援を行うために，個別の教育支援計画を作成すること。」と明記されており，特別

支援教育を行う上で，近年，保護者や医療・福祉・労働等を始めとする関係機関と連携を図

ることが重要視されている。 

そこで，インクルーシブ教育における多職種連携を，「多様化する子どものニーズに対し，

教育を中心として，医療，保健，福祉，労働等の関係機関及び家庭がそれぞれの専門性・知

見に基づいた情報共有を行う等の協力をすることで，より包括的な教育を提供し，子どもの

QOL を向上させる取り組み(照屋・川満・韓，2016)」とした。今後，上記の再定義に基づい

て特別支援教育における多職種連携を推進していくためには，多職種・保護者における連携

の在り方をより具体的にし，現在行われている多職種連携の現状を評価するためのツールが

必要であると考える。 

しかし，林ら(2005)は，「多職種における連携が必要とされているにも関わらず，教育現場

においてその取り組みが必ずしも円滑には行えていないのが現状である」と指摘している。

この原因として，以下の三点が挙げられる。 

一つ目に，連携を行う際の機関や関係者を統一できていないことが挙げられる。連携すべ

きと各答申等で提言されている機関を挙げると，上述した中教審では「聾学校・盲学校・養

護学校・小学校・中学校」，学習指導要領では「家庭及び地域や医療，福祉，保健等の業務を

行う関係機関」，その他，障害者基本法や障害者基本計画，更に厚生労働省等も関係機関との

連携を提唱しているが，連携すべき機関として挙げられているものが各々違っているのであ

る。このことが実際連携を図ろうとする際，現場に混乱を招いているのは言うまでもない。 

二つ目に，連携システムの課題が挙げられる。静岡県総合教育センター(2009)で行われた

「特別支援教育コーディネーターの実際に関する調査・研究-地域支援体制の中での在り方

(中間報告)」では，「外部機関とどのように連携したらよいのか分からないというコーディネ

ーターの実態が背景にある」と報告されている。また，神奈川県立第二教育センターによっ

て出された研究報告書「インクルージョンをめざした学校教育の改革(1998.3)」の中では，「基

本的な問題はあくまでも個に対応できていない教育システムにあり，それも学校内だけでな

く，関連機関や地域社会の連携等も含む広域的なシステム整備が不備であることに着目し，

教育行政の在り方として支援体制のシステム整備を図ることによって学校現場の実践を支え

る努力をすべきである」と提言されている。全国特殊学校長会が 1998 年から 2 か年実施し
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た「障害者の新たな職域開拓に向けた職業教育等の調査研究」では，学校が今後取り組む課

題の一つとして「関係機関との連携」をあげ，「担当者の努力という個人レベルの解決ではな

くてシステムが必要」と述べている。加えて，宇田川(2003)は連携を推進するためにネット

ワーク機能を構築するなどのシステム作りが課題であると指摘している。現在の多職種連携

において連携システムの不整備は今後改善すべき課題であることが分かる。 

三つ目に，連携活動内容の不明確さが挙げられる。田中・小牧ら(2011)は「特別支援教育

コーディネーターに関する先行研究の多くは，『教師間の関係を調整した』『保護者と担任と

の連携を図った』等の抽象的な表現にとどまり，調整の具体的な中身が体系的に明示されて

いない。」と述べている。また，清水・香野(2010)は，教育現場の意識について，「連携を行

っていても，教師自身が外部専門家に，何をどのように助言を求めるべきか分からないまま

連携を図り，連携機関に混乱を招いていること」とし，鈴木・馬場・小川(2012)も，「連携は

図りたいが，どのように連携を取ればよいのか分からない」といった問題を指摘している。

多職種連携において，連携を図る際の具体的な連携活動の内容が不明確であるといった問題

を抱えていることが挙げられる。 

 これらをまとめると，学校現場で連携が上手く図られていない原因には，①特別支援教育

における連携を行う際の連携機関や関係者について，統一化・明確化されていないこと，②

連携を行う際のシステムが整備されていないこと，③連携活動の内容が明確になっていない

こと，の三つが考えられる。 

そこで照屋・川満・韓(2016)は，現在学校現場で行われている連携内容と，近年世界的に

教育施策の中心的な課題となっているインクルーシブ教育の観点の二つを取り入れた多職種

連携効果評価尺度の開発(付録 1)を試み，すでに内容的妥当性が検証され，専門家と現職教員

合わせて 291 名の回答者が全ての領域，項目において 80%以上が妥当であると判断し，内容

的妥当性が確認された。 

本研究では，多職種連携効果評価尺度(試案)の信頼性と構成概念妥当性の検証を行うこと

を目的とする。 

 

Ⅱ．方法 
 

１．対象と手続き 
2015 年 9 月に沖縄県教育委員会が主催する，平成 27 年度特別支援教育コーディネーター

研修会に参加した教員 177 名を対象に調査を行った。特別支援教育コーディネーターは各学

校で特別支援教育の中心的な役割を担う人物である。加えて，参加した教員は小・中・高等

学校等の通常学校に勤めている人が多く，今後，通常の学校において多職種との連携及び，

特別支援教育を推進するためには必要不可欠な人材なのである。研修会の中で，研究の趣旨

を説明し同意を得た上で，多職種連携効果評価尺度(試案)を含む質問紙を配布し調査を実施

した。 

 

２．質問紙 
質問紙は，回答者の基本属性に関する質問紙及び，多職種連携効果評価尺度(試案)を配布

した。回答者の基本属性は，年齢，性別，通算教職経験年数，特別支援学校経験年数，特別

支援学級経験年数，特別支援教育コーディネーター経験年数，教育委員会経験年数，特別支
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援教育免許保有の有無について記入するようにした。多職種連携評価尺度(試案)は，Q1～Q7

は「連携機関・関係者」について，Q8～Q12 は「連携システムの構築」について，Q13～

Q18 は「連携活動」について主観的に評価するものである。 

 

３．効果測定の手続き 

①尺度の信頼性 

信頼性の検証は，内的整合性法を使用し，本研究の尺度の内的整合性には Cronbach α 値

を使用した(Han・Lee・Iwata，2004)。信頼性係数が 0.5 以下の場合，尺度の信頼性はある

とはいえないが(横内，2007)，0.7 以上あれば信頼性は高いと判断される(Cronbach，1951)。 

②尺度の構成概念妥当性 

 構成概念妥当性の検証には，SEM(Structural Equation Modeling; 構造方程式モデリン

グ)を用いた。SEM は，回帰分析，パス解析，共分散構造分析等によって構成概念を用いた

モデルの適合度を調べることができる(豊田，1998)。SEM で分析する場合，どの適合度指標

に着目するかは研究者の判断により，通常，RMSEA を含む 2 つ以上の適合度指標が満たさ

れている場合をよいモデルという(Steiger，1998)。本研究では，モデル適合度に指標として，

RMSEA と CFI と GFI を用いる。RMSEA < 0.1(小塩，2011)となっており，0.0 に近いほど

適合度が良い。CFI> 0.90 となっており 1.0 に近いほど適合度が良い(室橋，2003)。GFI> 0.90

となっており 1.0 に近いほど適合度が良い(小塩，2011)。統計解析には Amos ver.4.0 を使用

した。 

 
Ⅲ．結果 

 

１．対象者の基本属性 

研修会に参加した教員 177 名の全員のデータを回収することができた。性別は男性 16

名(9.0%)，女性 116 名(91.0%)で，平均年齢は，46.5±8.0 歳であった。通算教職年数は，

21.2±9.3年で，特別支援学校経験年数は1.8±6.4年，特別支援学級通算教職年数は2.4±4.4

年であった。また，コーディネーターの通算経験年数は 2.9±2.8 年，教育委員会の通算

経験年数は 0.1±0.7 年，特別支援教育担当経験年数は 0.05±0.04 年であった。特別支援

学校教諭免許状保有の有無は，免許保有者 72 名(40.7%)，非保有者 104 名(58.8%)，不

明 1 名(0.6%)であった。 

 

２．信頼性の検証 

内的整合性法を用いた Cronbach α 値は，「連携機関・関係者」では 0.742，「連携シ

ステムの構築」では 0.827，「連携活動」では 0.808 となり，項目全体値は 0.901 となっ

た。高い信頼性が得られた。 

 

３．構成概念妥当性の検証 

SEM による構成概念妥当性の結果，多職種連携効果評価尺度(試案)のモデル 1 は識別さ

れなかった。モデル適合度値としては，カイ 2 乗＝0.000，自由度＝0 となった。 

そこで，領域 1「連携機関・関係者」を全体構成から省き，領域 2「連携システムの構築」と領

域 3「連携活動」のみで構成したモデル 2 の適合度は，GFI＝0.912，CFI＝0.930，RMSEA
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＝0.093 と良好であった(図１)。 

領域 1「連携機関・関係者」を他の領域と同じく程度を測るものではなく，ここで示した機関と

連携を図っているかどうかを問うチェックリストへ変更することとした。また，領域 2「連携システム

の構築」の「Q11．子どもの支援に関する会議が設定され行われていますか。」に関して，内容

的妥当性を検証した際の質問紙調査において，「会議が設定されているのは当たり前」「会議

は業務の一環」等の記述が多く見られたこと，また省くことにより全体の適合度が高くなったこと

から削除することとなった。 

 

以上の結果より，本研究では新しいモデルを採択することとし，尺度を新たに「インクルーシ

ブ教育における多職種連携評価尺度(Cooperative Relationship Assessment Tool for 
Inclusive Education; CRATIE) (以下，「CRATIE」)」(付録 2)と名付け，CRATIE の構成概

念妥当性が検証された。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1  CRATIE の構造方程式モデリング 

 

Ⅳ．考察 
 

本研究では，照屋・川満・韓(2016)が開発した多職種連携効果評価尺度(試案)の信頼性と構

成概念妥当性の検証を行った。多職種連携効果評価尺度(試案)は，すでに内容的妥当性が検

証され，専門家と現職教員合わせ 291 名の回答者が全ての領域，項目において 80%以上が妥

当であると判断したため，構成概念妥当性が確認されている。本研究の結果，信頼性に関し

ては，内的整合性法を用いた Cronbach α 値が，「連携機関・関係者」では 0.742，「連携シ

ステムの構築」では 0.827，「連携活動」では 0.808 となり，項目全体値は 0.901 となったた

め，高い信頼性が得られたことが証明された。 

しかし，SEM による構成概念妥当性に関しては，モデルが識別されず，領域 1「連携機関・

関係者」を外し，領域 2「連携システムの構築」と領域 3「連携活動」の二領域のモデルに

修正したところ，GFI＝0.912，CFI＝0.930，RMSEA＝0.093 と適合度が非常に良好であった。これ

は領域 1「連携機関・関係者」は，領域 2「連携システムの構築」，領域 3「連携活動」と性

質が異なっていたことが原因として考えられる。 

領域 1 の「連携機関・関係者」は，教員が実際に連携を行う際に，どこと連携を取るべき
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か明確にするための領域として設定されている。Q1～Q7 の項目内容としては，「福祉施設」

「家庭」「PTA，親の会」等，各項目に連携機関名を明記し，そのすべての機関と連携を図っ

ているかどうかを問う項目であった。現職教員からの意見として，「Q7 は，PTA とは連携す

るが，親の会とは関わりが一切ないので 5 段階のどこに当てはまるのか分からない」との意

見があった。これは Q4，Q5，Q7 に関し，二つの関係機関を一つの項目で問いたため，回答

者が回答しにくくなってしまっていることが原因と考えられる。また，児童・生徒の実態や

支援の状況によっては，Q1～Q7 までの全ての機関と，同じ程度連携をとる必要がない場合

があることや，関わる機関においても関わり方に違いがあるため，5 段階で評価しづらいこ

とが考えられた。また，項目によっては，例えば，特別支援学校においては「親の会」と関

わりがあるが，小学校，中学校，高等学校等の他の学校においては「親の会」自体との関わ

りが一切ないことがあるため答えづらいとの意見もあった。 

以上のことから，構成概念妥当性での検証結果と，現職教員からの意見，また，領域 1 の

目的である「連携すべき関係機関を明確にすること」を考慮し，領域 1 を尺度の領域として

位置付けず，「連携を図っているか否か」の 2 択で問い，どのような関係機関と連携を図って

いくべきか認識できるようチェックリストとしてフェイスシートにおいて提示する形式へ変

更した。また，領域 2「連携システムの構築」の「Q11．子どもの支援に関する会議が設定

され行われていますか。」の項目に関して，現職教員からの意見で「会議が設定されているの

は当たり前」「会議は業務の一環」等の記述が多く見られたこと，また省くことにより全体の

モデル適合度が高くなったことから削除することとなった。 

今回の研究結果をまとめると，これまで領域 1 であった「連携機関・関係者」をチェック

リストへ変更し，尺度自体を領域 1「連携システムの構築」と領域 2「連携活動」の 2 領域

10 項目で再構成することとなった。また，本研究で新しく作成された尺度を，インクルーシ

ブ教育における多職種連携評価尺度 (Cooperative Relationship Assessment Tool for 

Inclusive Education; CRATIE)とした。 

 

Ⅴ．今後の展望 
 

本研究は，特別支援教育において連携を図っていく際の最低基準は提示することできた。

しかし，今後は様々なニーズを抱える児童生徒へ，ニーズごとの支援方法や連携内容を細か

く示し，その活動方法が明示されたツールが必要となってくるだろう。 

本研究の中で，現職教員より「自分が行っている連携活動内容を評価するツールがほしい」

との要望があった。研究背景で述べたが，今まで連携の基準が明確になっていなかったため，

外部との連携は，各学校のコーディネーターや教師が独自で，手探りで活動してきたのが現

状である。外部との連絡や，情報収集，機関同士をつなぐことや，外部との支援の中心人物

としての活動し，生徒への支援内容を決定する等の多くの業務に関し，すべてその教師個人

に判断が委ねられていた。その状況で，自らの選択，支援方法は正解だったのか，と不安に

なったと考えられる。今回開発した CRATIE は，連携の一定基準を示すことができ，今後，

CRATIE が特別支援教育における連携のためのツールとして使用され，児童，生徒，教師を

手助けする役割を担っていくことができるのではないかと期待される。 

 



 
 Journal of Inclusive Education，VOL.2 1-7 

 

 
7 

文献 
 

1) 文部科学省(2009) 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第１章総則. 

2) 文部科学省(2012) 共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための

特別支援教育の推進(報告). 

3) 厚生労働省(2006-2007) 福祉，教育等との連携による障害者の就労支援の推進に関する

研究会. 

4) 中央教育審議会(2003) 特別支援教育の在り方に関する調査研究協力会議，今後の特別

支援教育の在り方について(最終報告). 

5) 中央教育審議会(2009) 特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申). 

6) 全国特殊学校長会(1999) 障害者の新たな職域開拓に向けた職業教育等の調査研究. 

7) 全国特殊校長会(2009) 「個別の教育支援計画」実施状況に関する全国アンケート調査

結果. 

8) 静岡県総合教育センター教育支援部特別支援教育課(2009) 個別の教育支援計画の作成

と活用に関する調査・研究－地域支援体制の中での活用の在り方－. 平成 20 年度「研究

紀要」, 第 13 号. 

9) 清水笛子・香野毅(2010) 特別支援学校の自立活動における 外部専門家の活用について. 

静岡教育学部付属教育実践総合センター紀要, 18, 83-91. 

10) 照屋晴奈・川満千春・韓昌完(2016) 多職種連携効果評価尺度の開発と内容的妥当性の

検証～インクルーシブ教育の観点に基づいて～. Total Rehabilitation Research, 3, 

57-69. 

11) 宇田川和久(2003)  地域の特殊教育センターとしての養護学校の役割. 第 44 回日本小児, 

神経学会総会シンポジウム:Ⅰ障害児の QOL 向上へ医療的アプローチ，脳と発達, 35(3), 

223-227. 

12) 鈴木雪恵・馬場陽子・小川洋他(2012) 福島県における補聴器装着児の就労後学習環境の実

態調査－小学校教員へのアンケート－. Audiology Japan, 55, 529-530. 

13) Han CW, Lee EJ & Iwata T(2004) Development of the Korean Version of Short-Form 

36-Item Health Survey: Health Related QOL of Healthy Elderly People and Elderly 

Patients in Korea. The Tohoku Journal of Experimental Medicine, 203,189-194. 

14) 横内光子(2007) 心理尺度の基本的理解. 日本集中治療医学会雑誌, 14(4), 555-561. 

15) Cronbach L(1951) Coefficient alpha and the internal structure of tests. 

Psychometrika, 16, 297-334. 

16) 豊田秀樹(1998) 共分散構造分析 入門編－構造方程式モデリング－.朝倉書店. 

17) Steiger JH(1998)  A note on multiple sample extensions of the RMSEA fit index. 

Structural Equation Modeling, 4, 411-419. 

18) 小塩真司(2011) SPSS と Amos による心理・調査データ解析－因子分析・共分散構造分析, 

第 2 版. 東京図書. 



 
 Journal of Inclusive Education，VOL.2 8-20 

 

 
8 

ORIGINAL ARTICLE 

特別支援学校での学部を超えた協働により 
児童生徒の QOL を向上させる教育課程の 
試行とその効果 
―特別支援教育成果評価尺度（SNEAT）によるコーポレーション 
タイムの実践効果に関する予備的検討― 
 

An Attempt of the Education Course for Improving Pupils’ QOL 
through the Interfaculty Collaboration in Special Needs 
Schools and its Results;  
A Preliminary Consideration on the Results of the Practice of Cooperation 
Time by Using Special Needs Education Assessment Tool (SNEAT)  
 
 
田中 敦士 1) (Atsushi TANAKA)， 今村 清輝 2) (Kiyoteru IMAMURA) 
金城 涼夏 1) (Suzuka KINJO)， 安部 慶太 1) (Keita ABE) 
城間 政次 2) (Masatsugu SHIROMA) 
 

1) 琉球大学教育学部 

(Faculty of Education, University of the Ryukyus) 

2) 沖縄県立美咲特別支援学校はなさき分校 

(Hanasaki Branch of Okinawa Prefectural Misaki Special Needs School) 
 
＜Key-words＞ 

教育課程, QOL, 協働，知的障害, 特別支援教育成果評価尺度 

(curriculum, QOL, co-operation, intellectual disabilities, SNEAT) 

 

atanaka@edu.u-ryukyu.ac.jp（田中 敦士） 

Journal of Inclusive Education, 2017, 2:8-20. © 2017 Asian Society of Human Services 

 

ABSTRACT 
 沖縄県立美咲特別支援学校はなさき分校では、「生活する力、人（社会）と関わろうとする

力、コミュニケーション力」の向上を教育課程の主軸に置き、小学部・中学部・高等部の児

童生徒が協働する時間（コーポレーションタイム）を毎週火曜日 2～4 校時に設定し、児童

生徒のキャリア発達や教師間の指導の連携を図っている。全学部の児童生徒、教師が共に活

動し、学習上の有機的な連携を図る時間として設定している。学部を越えた協働のカリキュ

ラムにより、子ども達が将来を見通し、生き生きと社会で生活するために必要な基礎的・基

本的な能力や態度を実感し、その段階的な発達を支援するための一貫性・系統性のある効果

的な指導の充実につながると考えた。本研究では、科学的な信頼性・妥当性の確認がされた
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特別支援教育成果評価尺度(Special Needs Education Assessment Tool; SNEAT)を用いて、

学部を超えて協働する教育課程の効果を予備的に検討した。 

 小学部・中学部・高等部に在籍して授業に参加した知的障害のある児童生徒全員を評価対

象とし、教員 11 名を SNEAT の評価者とした。2015 年 10 月に毎週 1 回、連続する 3 週に

わたって評価を実施した。 

その結果、小、中、高等部ともに、1～3 回目と回数を重ねるごとに総合得点は上昇した。

小学部は全体的に中学部・高等部よりも低い得点を示しており、上昇もわずかであったが、

中学部・高等部は回数を重ねるごとに大きく得点が上昇した。これは、下学年の後輩に教え

る経験をすることが自信や意欲を喚起させ結果として特に QOL 向上に寄与したと考えられ

る。先輩から学ぶことによる効果を狙った小学部ではあまり得点が伸びなかったが上昇はし

ており、継続的に小・中・高等部の児童生徒が協働する時間を設けることの教育的意義が示

唆された。 

 

Ⅰ．問題と目的 
 

平成 20 年に新しく改訂された現行の学習指導要領では、学校教育に求められている姿と

して、「生きる力」の育成が謳われており、社会人として自立した大人を育てるという観点か

らキャリア教育が推進されている。中央教育審議会（2011）による「今後の学校におけるキ

ャリア教育・職業教育の在り方について（答申案）」では、キャリア教育とは、「一人一人の

社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリア

発達を促す教育」であると述べられている。社会人として自立した大人を育てるために、児

童生徒一人一人の自立・社会参加に向けて必要となるコミュニケーション能力・自ら生活す

る力などを育むことが必要である。また、こうしたキャリア教育を充実させるために「社会

の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していく」（中央教育審議会, 

2011）というキャリア発達を促すことが重要であると言える。 

一般社団法人全国高等学校 PTA 連合会・株式会社リクルートマーケティングパートナーズ

（2009）による「高校生と保護者の進路に関する意識調査」では、高等学校の進路指導に対

する保護者の要望として、「もっと進路に関する情報提供をしてほしい」と考える者が約 41％

と多く、内閣府による「青少年の社会的自立に関する意識調査」（2004）では、初めて就い

た職業を離職した理由を見ると、「仕事が合わない、つまらない」と考えている者が約 26％、

「人間関係が良くない」と考えている者が約 18％いた。また、東京経営者協会による「平成

21 年 3 月新規高校卒業予定者の採用に関するアンケート調査」（2009）では、高校生を対象

に「将来働くことについて気掛かりがあるか」を尋ねた調査では、約 69％が「ある」と回答

し、「就きたい職業に就くことができるか」ということに不安を感じていた。こうした調査の

回答から高校生や保護者が進路の悩み・人間関係の不安を抱えていることが明らかとなった。

このことを受けて、同答案では「働くことへの不安を抱えたまま学校から職業へ移行したり、

社会や職場への適応に難しさを感じたりしている若者の存在がうかがわれ、学校教育の中で、

仕事や社会に必要となる力が十分に育成できていないのではないか」と指摘されている。続

けて、学校教育は「若者の社会的・職業的自立や、生涯にわたるキャリア形成を支援するた

め、その機能を一層充実させていかなければならない」と明記されていることから、学校現

場でのキャリア教育の推進が重要な課題であるといえる。また、「キャリア教育は、キャリア
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が子ども・若者の発達の段階やその発達課題の達成と深くかかわりながら段階を追って発達

していくことを踏まえ、幼児期の教育から高等教育に至るまで体系的に進めることが必要で

ある」ということから、特別支援学校高等部での社会的・職業的自立に向けた「作業学習」

の授業を円滑に進めるためには、小学部・中学部からの段階的な指導が望ましいと考えられ

る。 

 沖縄県立美咲特別支援学校はなさき分校は、平成 26 年 4 月に開校した新設校で、開校に

あたり、「すべての教育活動は個々の現在及び将来の生活の充実を見通す『生活する力』の育

成を重視し、周囲の人や変化する社会の中で、自ら働きかけ豊かな関係を築く『人（社会）

と関わろうとする力』の育成を目指す教育課程を構築する」というキャリア発達の考えに基

づいた教育目標を掲げている。キャリア発達の実現に向けて、「基礎的・基本的内容を精選し、

生活力を高めるとともに児童生徒の自立と社会参加・貢献をめざして、小・中・高等部の一

貫した系統性のある教育課程」を基本方針とし、実践に取り組んでいる。また、児童生徒が

「社会参加することの喜びや働く意欲・目的意識をもって、環境の変化や困難に直面した時

に自ら課題解決に向かう態度が十分に身についていない」ということから、美咲特別支援学

校はなさき分校では児童生徒の自立と社会参加を見通し、高等部段階からではなく、小学部・

中学部在学中から段階的に積み重ねていくよう長期的な視点に立った「コーポレーションタ

イム」という指導内容・方法を実践している。 

「コーポレーションタイム」は、沖縄県立美咲特別支援学校はなさき分校独自のカリキュ

ラムであり、「各学部が連携し、それぞれの発達段階における社会参加の視点を持って同じ時

間・場所・内容の活動に関わる授業である」と定義づけられている。 

美咲特別支援学校はなさき分校では、「コーポレーションタイム」の活用による教育的効果

として「①教師間において学部以降の見通しや指導の手だての共有、指導内容の一貫性・系

統性が図られる、②協働する授業形態により、興味関心や自己有用感を高め、集団参加や他

者との関わりを深めることができる、③異年齢集団との協働により、先輩への「あこがれ」

の形成と、後輩に「教える」ことの学習効果が得られる（学習意欲の喚起）④コーポレーシ

ョンタイムや学校カフェの実践により学習の意義や成果を実感し、授業と生活（社会）を関

連付けた学習への広がりを得られる」という 4 つの仮説を指摘している。「コーポレーション

タイム」は学部を超えたつながりをつくり長期的な視点を共有することで、指導の一貫性や

継続性・系統性を図ることができ、児童生徒の教育に極めて重要な効果が期待される試みで

あるといえる。「コーポレーションタイム」の活用によって、学部を超えた交流が可能となり、

小・中学部の児童生徒は先輩と時間を共有し協働することで将来の具体的なイメージができ、

社会的・職業的自立に向けた意欲につながる。また、高等部の生徒は、後輩に「教える」こ

とで学習意欲が高まると考えられている。 

具体的な一例として、窯業班では小中高等部での合同授業として十三祝いのお皿作りを題

材に授業実践を行っている。事前学習では、小学部児童は他学部の生徒がいる集団での活動

に慣れるため、中高等部の生徒と顔合わせをし、中高等部では小学部の児童への言葉かけや

活動のシミュレーション等の確認を行った。その結果、小学部は中高等部との制作活動の中

で行った新たな体験から個々の課題に気づき、自立活動など他の教科・領域における取り組

みに結び付けることができた。中学部は先輩の姿を見て憧れを抱くとともに将来への具体的

なイメージを持ち、高等部はリトルティーチャーを経験することで自己有用感が高まるとと

もに、後輩の見本となる責任感、役割意識など、働く意欲の向上につながる機会となった。 
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以上のように、現場教員からはこのような教育的成果が多数事例報告されており、「コーポ

レーションタイム」による教育的意義は極めて高いと考えられる。しかしながら、「コーポレ

ーションタイム」を実践したことによる児童生徒の教育的成果に関しては現場教員の主観に

よる報告のみに留まっており、客観的な評価がなされていないのが現状である。「コーポレー

ションタイム」での長期的な評価を継続して行うことで、小・中・高等部で校内連携を行う

ことで得られる教育的効果を尺度によって明確化し、今後の特別支援教育の先進的存在にな

るよう「コーポレーションタイム」の重要性を明らかにすることが必要であると考えられる。 

本研究では、韓・小原・上月（2014）が開発した内容的妥当性・構成概念妥当性が検証さ

れた既存の客観的評価尺度である特別支援教育成果評価尺度(Special Needs Education 

Assessment Tool; SNEAT)を主軸としながら、SNEAT と日誌の分析・検討を行うことで、

学部を超えた協働による「コーポレーションタイム」での授業実践の教育的効果を検討する

ことを目的とする。 

 

Ⅱ．方法 
 

1．対象 
美咲特別支援学校はなさき分校の小学部・中学部・高等部に在籍して授業に参加した児童

生徒全員を評価対象として、勤務する教員 11 名を SNEAT の評価者とした。 

 

2．手続き 

美咲特別支援学校はなさき分校の授業の担当教員 11 名は、それぞれの教員が担当する小学

部、中学部、高等部でそれぞれ 3 回ずつ評価を行った。小学部では 2015 年 10 月 19 日、10

月 21 日、10 月 27 日に行われた生活単元学習の授業の担当教員 4 名が評価を実施した。中

学部では 2015 年 10 月 19、20 日、10 月 23、24 日、10 月 28、29 日に行われた作業学習の

授業の担当教員 3 名が評価を実施した。高等部では 2015 年 10 月 19 日、10 月 21、22、23、

27 日、10 月 28、29、30 日に行われた授業の担当教員 4 名が評価を実施した（表１）。 

 

表 1 評価実施日程 

学部 回数 月日 授業科目 

小学部 

1 回目 10 月 19 日 生活単元学習 

2 回目 10 月 21 日 生活単元学習 

3 回目 10 月 27 日 生活単元学習 

中学部 

1 回目 10 月 19、20 日 作業学習 

2 回目 10 月 23、24 日 作業学習 

3 回目 10 月 28、29 日 作業学習 

高等部 

1 回目 10 月 19 日 作業学習 

2 回目 10 月 21、22、23、27 日 作業学習 

3 回目 10 月 28、29、30 日 作業学習 
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いずれもコーポレーションタイムとして 2 週にわたり実施した当該授業（小学部は生活単

元学習、中学部および高等部は作業学習）の実施前に第 1 回目評価を、第 1 週目終了後に第

2 回目評価を、すべて終了後に第 3 回目評価をそれぞれ実施した。また、個人が特定されな

いよう無記名式の評価とした。今回の SNEAT の実施にあたって小学部４年生の生活単元学

習、中学部及び高等部の作業学習（手工芸班）を対象とし、コーポレーションタイムの授業

成果について、特別支援教育成果評価尺度（SNEAT）を用いて評価した。 

 

3．評価項目 
1) 特別支援教育成果評価尺度(SNEAT) 

特別支援教育成果評価尺度（SNEAT）は、韓・小原・上月（2014）によって開発された

ものであり、自立活動の内容に QOL の概念を加えたことで児童生徒の QOL 向上の視点から

教育成果を評価することの出来る尺度である。フェイスシート（年齢・性別・通算教職経験

年数・特別支援学校教員免許保有の有無など）と、体の健康・心の健康・社会生活機能の 3

領域 11 項目で構成されている（表 2）。これら 11 項目は、児童生徒の教育達成度に合わせ授

業担当教員が 1～5 で段階的に評価する。また、授業に参加する児童生徒が複数名の場合は、

全体の平均的な変化に基づいて授業の評価を行う。 

 SNEAT が評価する授業の対象児童生徒は、①なんらかの意思表示ができるレベルの児童

生徒であること、②姿勢と運動・動作が一時的でも改善する可能性のある児童生徒であるこ

との 2 つの条件を満たせば障害種を問わず使用することが可能である。 

 SNEAT は沖縄県内 10 特別支援学校 93 事例の自立活動での繰り返しデータから、

Cronbach の α係数 0.90、級数内相関係数 0.89 と高い信頼性が得られ、構成概念妥当性は縦

断的な構造方程式モデリングを扱う潜在成長曲線モデルにより高い適合度が得られている

（Kohara, Han, Kwon et.al., 2015）。 

 

表 2 特別支援教育成果評価尺度（SNEAT） 
① 体の健康 
Q1 授業で行った活動は、児童生徒の体の状態に適したものでしたか 
Q2 児童生徒の姿勢と運動・動作が改善されましたか 
Q3 児童生徒は生活管理に関する理解が深まりましたか 
Q4 児童生徒は病気（障害）の状態の理解が深まりましたか 
② 心の健康 
Q5 児童生徒に肯定的な気分の変化はみられましたか 
Q6 児童生徒は集中して学習活動に取り組みましたか 
Q7 児童生徒の学習上の意欲は高まりましたか 
Q8 児童生徒は、授業中起こりうる場所や場面の変化を理解し対応しましたか 
③  社会生活機能 
Q9 児童生徒は、授業中に他者とのかかわりをもちましたか 
Q10 児童生徒は、授業中に適切なコミュニケーションの手段を選択し表現しましたか 
Q11 児童生徒は、授業のルールを理解し行動調整をしながら参加しましたか 

 

2) 日誌 

 今回の調査期間中（10 月 19 日～10 月 30 日）の高等部生徒の日誌を用いて、コーポレー

ションタイムへ参加し生徒に教育的効果はみられたかどうか教師の主観的な視点から分析を

行う。 
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Ⅲ．結果 

 

1．回答者の基本属性 

 回収率は、11 名中 11 名で 100.0%であった。回答者の通算教職経験月数は、平均 148.1 ヶ

月±105.0 ヶ月で最長は 355 ヶ月、最短は 19 ヶ月であった。 

 

2．SNEAT の得点推移 

1) 総合得点 

 小学部・中学部・高等部ともに 1～3 回目と回数を重ねるごとに総合得点は上昇した。小

学部は全体的に中学部・高等部より低い得点を示しており、上昇もわずかであった。しかし、

中学部・高等部は回数を重ねるごとに大きく得点が上昇した（表 3、図 1）。 

 

表 3 総合得点の基礎統計量 

    1 回目 2 回目 3 回目 

小学部(n=4) 

平均±標準偏差 55.25±6.65 58.50±6.24 58.75±8.54 
最大 62.00 65.00 67.00 
最小 47.00 50.00 48.00 

中学部(n=3)  

平均±標準偏差 62.00±6.24 68.33±1.15 76.00±12.12 
最大 69.00 69.00 90.00 
最小 57.00 67.00 69.00 

高等部(n=4) 

平均±標準偏差 60.25±4.79 67.25±9.22 72.75±14.77 

最大 67.00 80.00 94.00 

最小 56.00 60.00 60.00 

 

 

図 1 総合得点の平均点数推移 
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2) 体の健康領域得点 

 小学部・中学部は 1～3 回目と回数を重ねるごとに得点は上昇したが、小学部は全体的に

中学部よりも低い得点を示しており、上昇もわずかであった。高等部は 1～2 回目では小学

部・中学部よりも大きく得点が上昇したが、3 回目は得点が下がった（表 4、図 2）。 

 

表 4 体の健康領域得点の基礎統計量 

    1 回目 2 回目 3 回目 

小学部(n=4) 

平均±標準偏差 17.75±3.10 18.25±3.59 19.25±2.36 
最大 22.00 23.00 21.00 
最小 15.00 15.00 16.00 

中学部(n=3)  
平均±標準偏差 19.67±2.31 20.00±2.65 22.67±6.66 

最大 21.00 22.00 30.00 
最小 17.00 17.00 17.00 

高等部(n=4) 

平均±標準偏差 19.75±3.20 22.50±4.20 22.75±4.65 

最大 23.00 28.00 29.00 

最小 17.00 18.00 18.00 

 

 

図 2 体の健康領域得点の平均点数推移 

 

3) 心の健康領域 

 小学部は 1～2 回目は得点が上昇したが、3 回目で得点が下がった。中学部・高等部では 1

～3 回目と回数を重ねるごとに大きく得点が上昇した（表 5、図 3）。 
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表 5 心の健康領域得点の点数推移

1 回目 2 回目 3 回目 

小学部(n=4) 
平均±標準偏差 20.50±1.29 23.25±2.99 21.00±5.60

最大 22.00 26.00 26.00
最小 19.00 19.00 14.00

中学部(n=3)  
平均±標準偏差 23.00±4.36 27.00±1.73 30.00±3.46

最大 28.00 28.00 34.00
最小 20.00 25.00 28.00

高等部(n=4) 

平均±標準偏差 21.00±0.82 23.75±3.50 25.50±6.35

最大 22.00 28.00 35.00

最小 20.00 20.00 22.00

図 3 心の健康領域得点の平均点数推移 

4) 社会生活機能領域

小学部は全体的に中学部・高等部よりも低い得点を示しており、1～2 回目では得点に変化

がみられなかったが、3 回目ではわずかに得点が上昇した。中学部・高等部は 1～3 回目と回

数を重ねるごとに大きく得点が上昇した（表 6、図 4）。 
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表 6 社会生活機能領域得点の基礎統計量 

1 回目 2 回目 3 回目 

小学部(n=4) 
平均±標準偏差 17.00±4.16 17.00±1.15 18.50±1.00

最大 22.00 18.00 20.00
最小 12.00 16.00 18.00

中学部(n=3)  
平均±標準偏差 19.33±4.16 21.33±2.31 23.33±3.06

最大 24.00 24.00 26.00
最小 16.00 20.00 20.00

高等部(n=4) 

平均±標準偏差 19.50±1.91 21.00±2.58 24.50±4.43

最大 22.00 24.00 30.00

最小 18.00 18.00 20.00

図 4 社会生活機能領域得点の平均点数推移 

Ⅳ．考察

1．小学部での効果 

小学部は、総合得点の平均点数推移で 1～3 回目と回数を重ねるごとに得点が上昇してい

るが、全体的に中学部・高等部よりも低い得点を示しており上昇もわずかであった。小学部

の児童は、10 月の実習期間中に各班（手工芸班含む）の作業の見学・体験をしており、形と

しては中学部・高等部の生徒と同じ場所・時間・内容で授業を受けている。しかし小学部は

現在、週に 4 時間しかない生活単元学習の授業の中という限られた教育課程でのコーポレー

ションタイムの参加のため、中学部・高等部の生徒たちの協働の作業学習の時間に比べて、

両学部と協働することのできる時間が少ないのが現状である。したがって、小学部が中学部・

高等部と比べ総合得点の平均点数は全体的に低い水準であることを踏まえると、小学部も中

学部と同じ時期からコーポレーションタイムへの参加を積極的に行い、中学部・高等部と同

じような教育課程上のカリキュラムとしてのコーポレーションタイムを設定すると、小学部
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の教育水準は今よりも上昇し得るのではないだろうかと考えられる。そのために、教師がコ

ーポレーションタイムの教育課程のねらいとして児童に何を学ばせたいのかを明確に意識し

ながら、児童の将来を見据えながらコーポレーションタイムへ参加することが必要である。

同様に、教師は中学部・高等部で行う作業学習の活動内容を見ることで、中学部・高等部で

の授業への見通しを持ち、小学部の段階で何を学ばせたほうが良いのか具体的なイメージが

持つことができる。また、授業のねらいは教師と児童ではそれぞれ異なり、教師は教える立

場として児童に何を学ばせたいのかを意図するねらいを持ちながらも、児童が楽しい・面白

いと感じるような授業を実践することが望ましい。 

小学部に関して今回の調査であまり得点は伸びなかったが、ゆるやかに上昇はしているた

め、今後も継続的にコーポレーションタイムに参加していくことで教育的効果は高まるので

はないかと考えられる。 

 

2．中学部での効果 

中学部は総合得点の平均点数推移で、小学部・高等部よりも 1～3 回目と回数を重ねるご

とに大きく得点が上昇している。また、心の健康領域の平均点数推移では全体的に得点が高

く、1～3 回目と回数を重ねるごとに大きく得点が伸びている。心の健康に関する項目の中で

も、得点の伸びが大きかったのは「Q6. 児童生徒は集中して学習活動に取り組みましたか」

と「Q7. 児童生徒の学習上の意欲は高まりましたか」の二項目であった。このことから、高

等部の生徒が学んでいる習慣・規律的な作業学習に、中学部の生徒が参加し協働することで、

高等部の先輩が学んでいる姿に憧れを抱き、学習意欲が高まっている予想される。さらに、

中学部は高等部には先輩が、小学部には後輩がいる学部のため、最もコーポレーションタイ

ムの影響を受けやすいと考えられる。また、中学部の教師は児童が中学部へ進学する前に、

小学部のうちに何を学ばせれば良いのか小学部の教師に伝えることができる。実際に、現場

の教員から「小学部のうちに、作業学習で身につけなければならない手袋・キャップなどに

慣れさせて欲しい」との声も上がっていた。そういった教師同士の要望を伝え合えるという

面でも、コーポレーションタイムという授業の中で異なる学年同士が協働することのメリッ

トは大きいといえる。これは中学部に限らず、教師が前もって指導するべきことを再認識し

ながら、教師同士で共通した認識を持つことで児童生徒の学部以降がスムーズになると考え

られる。さらに、他学部の教師が児童生徒一人一人の実態把握を共有することで、指導の一

貫性を保つことができると期待できる。 

 

3．高等部での効果 

高等部は総合得点の平均点数推移で、中学部と同様に 1～3 回目と回数を重ねるごとに大

きく得点が上昇している。各領域の中でも特に大きく得点が上昇していたのは社会生活機能

領域の「Q9. 児童生徒は、授業中に他者とのかかわりをもちましたか」の項目であった。実

際に高等部生徒の日誌では、教師の記述の中に「教師の手添えなしで、自ら進んで渡すこと

が繰り返しできるようになった」、「作業の一連の流れを他生徒と協力して出来るようになっ

た」など、後半になるにつれて他生徒との関わり合いを持てるようになり、協力して作業が

できるようになったとの声が記されている。したがって、SNEAT の評価尺度による客観的

評価と教師による主観的評価の両方から、社会生活機能領域に関するコミュニケーション力

等の力が高まっていると予測され、コーポレーションタイムでの協働学習に教育的効果があ
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ると考えられる。また、上記の項目の次に大きく得点が上昇していたのは心の健康領域の「Q5. 

児童生徒に肯定的な気分の変化はみられましたか」の項目であった。これは、コーポレーシ

ョンタイムとして小学部・学部の後輩たちと協働する時間の中、高等部の生徒が他学部の後

輩に教えることで自己肯定感が高まったのではないかと考えられる。 

高等部が中学部よりも全体的に得点が低く、特に 2～3 回目の後半にかけての伸びが良く

なかった。今回、一貫した SNEAT をとるために同じ授業者が 3 回にわけて評価をした。し

かしながら、回数を追うごとに教師が児童生徒に対して求めるレベルが高くなったことで、

後半の評価が厳しくなり伸びにくくなったのではないかと考えられる。SNEAT は授業成果

をみる尺度であるため、教師自身で評価規準に一貫性を持つことが前提となる。評価尺度の

使用法や活用に関する基礎的研修を行う事が正確な成果評価のためには望ましいと言えよう。 

 

4．学部を超えた協働による教育課程の効果 

SNEAT の各領域の平均点数推移の中で、1～3 回目と回数を重ねるごとに小学部・中学部・

高等部の全学部の得点が同じようにゆるやかに上昇していたのは、社会生活機能に関する領

域であった。一般社団法人日本経済団体連合会の｢新卒採用（2014 年 4 月入社対象）に関す

るアンケート調査結果｣によると、企業が選考にあたって重視した点として挙げたものは、｢コ

ミュニケーション能力｣が 82.8%で第 1 位となっている。この数値はその前の年の 86.6%と

比較して低下しているものの、11 年連続で第１位となっており、ここ 5 年は 80%を超える数

値で推移している。この結果から、コミュニケーションに秀でた者はそうでない者よりも就

職に有利であるということがわかる。したがって小学部・中学部・高等部の全学部で社会生

活領域の平均点数推移が 1～3 回目と上昇しているということは、コーポレーションタイム

を行ったことで自立活動の内容である｢人間関係の形成｣｢環境の把握｣｢コミュニケーション｣

に関して何らかの教育的効果があったものと推測できる。また、小学部に関して得点はわず

かではあるが上昇していることから、中学部・高等部の出口だけではなく、小学部からの入

口の段階で中学部・高等部と連携しながら社会生活機能の領域に焦点をおいた授業を展開し

ていくことで、学部以降を見通した一貫性のあるキャリア教育を円滑に行うことができ、コ

ーポレーションタイムがより効果的なものになると期待できる。 

また、小学部・中学部・高等部の児童生徒が同じ時間・場所・内容で交流・協働する学習

の場としてのコーポレーションタイムには、教師と児童生徒の両者に大きなメリットがある。

コーポレーションタイムとして異学部の教師同士が関わり合うことで、教師は児童生徒の将

来に対して長期的な視点での見通しが持てることから、授業の目的・ねらいを再認識するこ

とができる。さらに、異学部の児童生徒同士が交流・協働することで、通常の授業では見え

ない児童生徒の変容を感じることができ、そこから児童生徒の課題が明らかになり、課題解

決に向けて活動を見直すことができる。対して、児童生徒は通常の授業では関わることのな

い異学部・異年齢の児童生徒との交流・協働学習を行うことで、学部ごとに異なる教育的効

果が期待できる。小学部は、作業学習をしている中学部・高等部の先輩の姿を間近で見るこ

とで先輩への憧れを持ち、学習意欲の向上を促すような教育的効果があるのではないかと考

えられる。高等部は小学部・中学部に作業内容を教えることで自己肯定感が高まると考えら

れ、中学部は、高等部の先輩への憧れも形成しながら、小学部の後輩に教えることでの自己

肯定感の向上も期待できると推測される。 

以上のように沖縄県立美咲特別支援学校はなさき分校独自の学部を超えた協働による教育



 
 Journal of Inclusive Education，VOL.2 8-20 

 

 
19 

課程「コーポレーションタイム」には、教師にも児童生徒にも大きなメリットが示唆され、

様々な教育的効果を見込めるものであり、全国の特別支援学校に通用する教育課程モデルで

あると言えよう。 

 

5．今後の課題 

 SNEAT による分析を行うにあたり、いくつかの改善点があげられた。今回は SNEAT の

データが 3 回分あったが、評価者となる教員数が限られる状況下で標本数が少なかったため、

統計的有意差を検証することができなかった。したがって、小学部・中学部・高等部のそれ

ぞれについて、授業回数を重ねるごとにどのような効果がみられるのか、人数、回数ともに

データの母数を増やすことが今後必要であると考えられた。 

また、授業者が SNEAT で評価をする際に、授業所感を簡単に記入できる欄を作る必要が

あると考えられた。一行で書ける程度の記入欄を作ることで、授業中に評価者が感じた児童

生徒の様子や気付きを、授業後すぐに書き留めることができるため、回答の分析を行う際に

評価者の主観と SNEAT の客観的データの両方から比較することが可能となる。 

 コーポレーションタイムの改善点では、主に小学部の参加に関することがあげられる。前

述の通り、中学部・高等部がコーポレーションタイムを作業学習の一環として設定している

のとは違い、小学部はコーポレーションタイムを生活単元学習の授業として位置付けている。

コーポレーションタイムに積極的に参加するためには、中学部・高等部と同様にコーポレー

ションタイムへの参加を念頭に置いた教育課程の編成を行わなければならない。したがって、

現在週 4 時間ある小学部 5 年・6 年の生活単元学習の授業時数を週 5・6 時間程度に変更し、

コーポレーションタイムとして中学部・高等部と協働できる時間を増やすことが必要であろ

う。 

また、現場の教員からは中学部・高等部と違い、小学部が時間にルーズであることが課題

として挙げられた。中学部・高等部は通常授業の時から時間のけじめをつけることを身に付

けるよう指導されている。そのため、中学部・高等部と共に授業を受けられるコーポレーシ

ョンタイムに参加していくなかで、学年があがるにつれ、チャイムを聞いて行動することが

身に付くようになると推測される。 

さらに、コーポレーションタイムの意義・目的や諸々の連絡事項を学校全体で共通認識で

きるよう小学部・中学部・高等部合同の話し合いを設ける必要がある。現場の教員からは、

小学部の教員が中学部・高等部に遠慮してコーポレーションタイムに積極的に参加できてい

ないという意見もあげられた。そのため、中学部・高等部の実習期間を避けるなど、小学部

の児童の適切な参加時期について全学部の教員合同の話し合いを行うことで改善すると考え

られる。 

 コーポレーションタイムには、上述したようにいくつかの問題点があげられた。しかしな

がら、いずれも教育課程の見直しや教員同士の話し合いによって改善が見込まれるものであ

ると考えられる。したがって、上述の問題点を改善するよう学校が取り組むことで、コーポ

レーションタイムは全国の特別支援学校の学部を超えた交流・協働学習の模範となる優れた

教育課程モデルになっていくと考えられる。 
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付記 
 

本研究を進めるにあたり、共同研究を快く引き受けてくださった沖縄県立美咲特別支援学

校はなさき分校のすべての先生方に深く感謝申し上げます。 
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ABSTRACT 
 

本研究では Special Needs Education Assessment Tool(SNEAT)の体の健康及び心の健康

に着目して、肢体不自由児及び病弱児に対する授業成果に影響を与える要因を明らかにする

ことを目的とする。本研究は、沖縄県内 11 か所の特別支援学校の授業担当者 17 名を対象に

行われた。心理・生理・病理の経時的変化を調査した結果、全ての時点において心の健康の

得点は体の健康の得点に比べ有意に高かった。体の健康の領域において「子ども学部」、「教

師性別」、「通算年数」、「免許保有の有無」をもとに潜在成長曲線分析を行った結果、線形モ

デルにおける適合度は高い傾向が得られた。一方、心の健康の領域において「子ども学部」、

「教師性別」、「通算年数」、「免許保有の有無」をもとに潜在成長曲線分析を行った結果、線

形モデルにおける適合度は非常に高かった。肢体不自由・病弱児に対して SNEAT の評価を

行うことで、子ども学部、教師性別、通算年数、免許保有の有無による心理・生理・病理の

違いがあることが明らかになった。 
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Ⅰ．問題と目的 
 

文部科学省(2011)が示す通り、障害のある児童生徒の学習評価のためには、通常学校で求

められる専門性に加え、障害に関する知識や障害特性に応じた教育的対応等といった専門性

が求められている。一方、特別支援教育において学力を指標として学習評価を行うことに対

し、多くの教師が困難さが感じており、学力以外の指標を用いた障害児の学習評価について

の研究が求められている(小原・權・韓, 2014)。 

韓・小原・上月(2014)は特別支援教育における生活の質(Quality of Life: QOL)の観点を用

いて科学的に開発された評価尺度の必要性を指摘し、特別支援教育の現場において授業成果

を評価するための尺度として特別支援教育成果評価尺度 (Special Needs Education 

Assessment Tool: SNEAT)を開発した。また、先行研究の中で尺度の信頼性・妥当性が検証

されている(Kohara, Han, Zamami et al., 2014; Kohara, Han, Kwon et al., 2015)。SNEAT

は体の健康、心の健康、社会生活機能の 3 領域 11 項目からなる尺度である。項目の評価は

5~1 の 5 件法(5:非常に、4:かなり、3:多少は、2:少しだけ、1:ほとんどない)で行う。SNEAT

は QOL の観点を取り入れ、障害児に対する教育成果を客観的に測定できる尺度として設計

されている。SNEAT は障害児全般に対してその教育成果を測定可能な尺度であるが、先行

研究の中では、障害種の違いが授業成果の評価に影響を与えることが示唆されている

(Kohara, Han, Kwon et al., 2015)。しかし、授業の対象となる児童の障害種の違いに関する

分析は行われていないため、障害種の違いによる授業成果への影響について具体的なことは

明らかにはなっていない。また、SNEAT は特別支援教育における授業成果の測定する科学

的な手法で開発された尺度がほとんど見られないという問題意識を基に開発された尺度であ

るが、その使用例及びデータに関する報告は未だ多くはない(Han, Kohara & Kohzuki, 2015; 

Han & Kohara, 2016)。 

そこで、本研究では SNEAT を使用して肢体不自由児及び病弱児に対する授業成果を測定

した事例の分析を通して肢体不自由児及び病弱児に対する授業成果に影響を与える要因を明

らかにすることを目的とする。また、SNEAT の構成領域である体の健康及び心の健康に着

目して影響要因を分析することによって、肢体不自由児及び病弱児の心理・生理・病理に影

響を与える要因についても明らかする。 

 

Ⅱ．方法 
 

1．データ収集 

本研究は、沖縄県内 11 か所の特別支援学校の授業担当者 17 名を対象に行われた。SNEAT

の実施にあたっては、学校長の同意を得た後に、全教員に対する説明会を実施し同意を得た

教員に対して実施した。その後、SNEAT のマニュアル及び質問紙をファイリングし同意を

得た教員 17 名に対して SNEAT を配布した。17 名の中、欠損値のあるデータを除外したと

ころ、4 回の調査に全て回答した者は 12 名(男性 6 名、女性 6 名)となった。実施期間は 2014

年 10 月から 11 月まで及び 2015 年 6 月から 7 月までであり、SNEAT を使用した授業は週

1 回、4 週間実施した。 
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2．質問紙 

1) Special Needs Education Assessment Tool(SNEAT) 

特別支援教育の授業成果の測定には、韓・小原・上月(2014)に開発された「特別支援教育

成果評価尺度(SNEAT)」を使用した。SNEAT は「体の健康」、「心の健康」、「社会生活機能」

の 3 領域 11 項目で構成され、「体の健康」及び「心の健康」が 35 点、「社会生活機能」が 30

点の合計 100 点である。全ての対象者は、SNEAT の使用方法を熟知したうえ、授業観察直

後、質問紙に記入するようにした。 

 

2) 基本属性 

SNEAT を使用する授業内容と授業対象となる子ども及び授業評価者の教師の基本属性に

関するフェースシートを添付した。授業対象の子どもについては、学年(小学部、中学部、高

等部)、性別、障害種(知的障害、重複障害)、医療的ケアの有無について記入するようにした。

一方、授業評価者の教師については、年齢、性別、通算教職経験年数(以下、通算年数)、特別

支援学校の教職経験年数、特別支援教育教論免許の有無、自立活動専門科目の教職経験年数

について記入するようにした。 

 

3．統計分析 

全ての基本属性は、平均±標準偏差で表した。分析には、縦断データに基づいた潜在成長曲

線分析にてモデルの適合度を検証した。体の健康と心の健康領域得点における統計分析は、

独立した t 検定を使用した。本研究の主要な目的は、SNEAT による心理・生理・病理の経時

的変化と検討するとともに、その変化に関連する要因を明らかにすることである。従って、

4 回の調査における SNEAT の「体の健康」(生理・病理面)領域と「心の健康」(心理面)領域

の得点をもとにそれぞれ潜在成長曲線分析を行い、得点の変化に一定の傾向が認めらえるか

を検討した。分析においては、基本属性に該当する全ての要因を説明変数として含めた。通

算教職経験年数と特別支援経験年数については年数を月数に換算し、またその月数を中央値

以上と以下の 2 値に変換して分析を行った。モデルの適合度については、カイニ乗検定値、

自由度、CFI、TLI、RMSEA を用いた。CFI と TLI は 0.90 以上の値をとっており、値が大

きいほど良いモデルである。RMSEA は 0.05 よりも小さければ良い適合を、0.1 よりも大き

ければ悪い適合を表す。全ての分析は、SPSS18.0 for Windows 及び AMOS18.0 for Windows

を用いた。 

 
Ⅲ．結果 

 

1．調査対象者の基本属性 

授業対象者および授業評価者の基本属性に関して、表 1 に示す。授業対象者である子ども

の基本属性をみると、小学部が最も多く、58.3%を占めていた。また、男児と女児の比率が同

程度であり、肢体不自由児は 75.0%を占めていた。医療的ケアの有無をみると、無しの方が

75.0%を占めていた。教員の基本属性をみると、男女比率が同程度であった。また、1 名を除

いた全ての教員が特別支援教育教論免許を保有していた(表 1-a,b)。 
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表 1-a 肢体不自由・病弱児の基本属性 

肢体不自由・病弱児の基本属性 
(n=91) 

学部, n(%) 
 小学部 7(58.3) 

 中学部 2(16.7) 
 高等部 3(25.0) 

性別, n(%) 
 男児 6(50.0) 
 女児 6(50.0) 

障害種, n(%) 
 肢体不自由 9(75.0) 
 病弱 3(25.0) 

医療的ケア, n(%) 
 有 3(25.0) 
 無 9(75.0) 

 

表 1-b 教員の基本属性 

教員の基本属性 
(n=12) 

年齢, mean±SD 44.6 ± 7.3 
性別, n(%) 

 男性 6(50.0) 
 女性 6(50.0) 

通算教職経験年数(月数), mean±SD 234.8 ± 102.8 
特別支援経験年数(月数), mean±SD 155.6 ± 96.4 
免許保有の有無, n(%) 

 有 11(91.7) 
 無 1(8.3) 

自活専科経験年数, mean±SD 9.1 ± 12.4 

 

 

2．心理・生理・病理の経時的変化 

図 1 は、肢体不自由・病弱児の健康領域点数、心の健康領域点数を表している。体の健康

が 18.4 点、18.8 点、18.5 点、19.1 点と推移し、心の健康が 23.5 点、26.1 点、25.8 点、24.2

点であった。独立した t 検定の結果、全ての時点において心の健康の得点は体の健康の得点

に比べ有意に高かった(* p<0.01)。 
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図 1 体の健康および心の健康の得点比較 

 

3．心理・生理・病理に関連する影響要因 

まず、体の健康の領域において「子ども学部」、「教師性別」、「通算年数」、「免許保有の有

無」をもとに潜在成長曲線分析を行った結果、線形モデルにおける適合度は高い傾向が得ら

れた(カイニ乗値=18.86、自由度＝17、CFI＝0.98、TLI＝0.96、RMSEA＝0.07)(図 1)。一方、

心の健康の領域において「子ども学部」、「教師性別」、「通算年数」、「免許保有の有無」をも

とに潜在成長曲線分析を行った結果、線形モデルにおける適合度は非常に高かった(カイニ乗

値=14.49、自由度＝17、CFI＝1.00、TLI＝1.12、RMSEA＝0.00)(図 2)。子ども学部、教師

性別、通算年数、免許保有の有無は、授業評価による心理面の変化においても影響を与えて

いることが明らかになった。 

 

 図 2 「体の健康」得点の潜在成長曲線を予測する変数 図 3 「心の健康」得点の潜在成長曲線を予測する変数 
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一方、「子ども学部」、「教師性別」、「通算年数」、「医療的ケア」をもとに潜在成長曲線分析

を行った結果、体の健康の領域においても心の健康の領域においても両方のモデルの適合度

は高い傾向が見られた(表 2)。 

 

表 2 「免許保有の有無」の代わりに「医療的ケア」を説明変数とした場合の適合度 

 
「子ども学部」、「教師性別」、「通算年数」、「医療的ケア」 

体の健康 心の健康 

カイニ乗値 18.77 19.03 

自由度 17 17 

CFI 0.98 0.96 

TLI 0.95 0.92 

RMSEA 0.07 0.07 

 

 

Ⅳ．考察 
 

本研究では、肢体不自由児および病弱児に対して SNEAT を実施することで、授業成果に

影響を与える要因を明らかにし、また、心理・生理・病理に影響を与える要因を明らかにす

ることを目的とした。 

まず、心理・生理・病理に関する経時的な変化に関しては、全ての時点において心の健康

の得点が体の健康の得点より有意に高かった。これらの変数は、心の健康を予測する変数と

して子ども学部、教師性別、通算年数、免許保有の有無による適合度が最も高かった。一方、

心の健康における適合度は高い傾向が見られた。Kohara・Han・Kwon et. al.(2015)の報告

では、障害種の違いは授業成果の評価に影響をもたらす変数であるものの、肢体不自由・病

弱児に対する授業成果の評価についてはまだ明らかになっていない。本研究により、肢体不

自由・病弱児に対して SNEAT の評価を行うことで、子ども学部、教師性別、通算年数、免

許保有の有無による心理・生理・病理の違いがあることが明らかになった。 

知的・重複障害児に対して授業成果を評価した最近の研究では、子ども学部、免許保有の

有無、通算年数、教師性別が心理・生理・病理面に大きな影響をもたらすことが報告されて

いる(Kim, Cho, Yano et. al., 2017)。肢体不自由・病弱児においても、子ども学部、免許保有

の有無、通算年数、教師性別は心理・生理・病理面に大きな影響をもたらすことが明らかに

なった。肢体不自由特別支援学校における授業成果を評価した先行研究では、必ずしも特別

支援学校経論免許状保有が授業成果に影響を及ぼしていないと報告している(Yano, Kim, 

Hama et. al., 2017)。免許保有は単独ではなく、教師の経験年数や性別、障害児の学年と組

み合わせることで、肢体不自由・病弱児の授業成果に影響をもたらす可能性がある。 

一方、本研究では、医療的ケアの有無を説明変数として肢体不自由児と病弱児の授業成果

を評価することで、モデルの適合度は良い傾向が見られた。Kwon・Hama・Kohara et. al. 

(2016)は、重複障害児・肢体不自由児・病弱児において医療的ケアの有無による心理・生理・

病理の違いがあると報告されている。先行研究の結果は、重複障害児を含めた結果であり、

肢体不自由児と病弱児のみに対する結果ではない。さらに医療的ケアの有無だけで肢体不自
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由児・病弱児の心理・生理・病理面に影響をもたらすと断定することには限界がある可能性

がある。 

本研究において心理面における授業成果は、生理・病理面における授業成果よりもモデル

の適合度が高かった。これは、Kohara・Han・Kwon et. al. (2015)の報告とも一致しており、

肢体不自由児や病弱児の心理面の授業成果が生理・病理面の授業成果より良く現れたと考え

られる。また、子どもの学部と免許保有の有無においては、障害児の授業成果に影響を与え

る要因であることに関しても、上記の先行研究と一致する結果が示された。 

本研究では教師性別と通算教職経験年数が肢体不自由・病弱児の心理・生理・病理面に影

響を与える要因であることが明らかになった。教師性別に関してはサンプルサイズが少ない

とはいえ、女性教師と男性教師の比率は同程度であり、知的・重複障害児の心理・生理・病

理面における結果とも同様な結果を示したころから、肢体不自由・病弱児の心理・生理・病

理面に対しても教師性別の影響は大きい可能性がある。教職年数に関しては、肢体不自由児

童生徒の健康状態を検討した先行研究によると、教職経験が長くなるにしたがって、健康観

察指標を把握している経論が多くなり、重視する項目も画一的な項目から受け持ち児の障害

の実態に応じた項目へと発展させ、健康異常を見極めることの困難度も低下していくと報告

している(野田・鎌田, 2012)。本研究において、通算年数と医療的ケアを説明変数としたモデ

ルの適合度は良い傾向が見られ、今後、更なるサンプルサイズと長期間の追跡調査を行えば

肢体不自由児・病弱児の心理・生理・病理面において医療的ケアの有無がもたらす影響を明

らかにすることができると考えられる。 

以上のことから、本研究では肢体不自由児および病弱児の心理・生理・病理的側面におい

て子ども学部、教師性別、通算年数、免許保有の有無が影響を与えることが明らかになった。

今後は更なるサンプルサイズと長期間の調査を行うことで肢体不自由児および病弱児の授業

成果に対して分析を行う必要があると考えられる。 
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ABSTRACT 
発達障害児の早期発見の手段として，近年，5 歳児健診が注目されつつある。しかし，そ

れを実施している自治体はいまだ少なく，その実施内容も自治体により様々である。本論で

は，論文化されているいくつかの自治体の 5 歳児健診の取組を比較・検討することを通して，

その現状と課題を整理した。結果として，5 歳児健診が，それより低年齢での健診では見出

せない発達障害児の早期発見の 1 つの手段として貢献していること，専門機関と保育所・幼

稚園との連携の機会になっていること，発達障害の発見だけでなく，子育て支援や虐待防止

等子育て全般の支援に結びついていることが明らかになった。一方で，健診で発達障害を発

見できたとしても，適切な支援につなげる体制がなければその効果は脆弱になること，健診

担当者のスキルを高める必要があること，健診の実施が自治体には負担となっている可能性

があることなどを課題として指摘した。今後は，5 歳児健診の充実も含め，発達障害児の早

期発見・早期支援，就学支援，そして家族支援といった多面的・多角的な関連の検討を行う

必要がある。
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Ⅰ．はじめに

2012 年の文部科学省「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を

必要とする児童生徒に関する調査」によれば，通常の学級に 6.5%の割合で知的発達に遅れの

ない発達障害児が在籍している。発達障害児の支援は，特別支援教育・特別支援保育におい

て直面する喫緊な課題の１つとなっている (斎藤, 2016a; 斎藤・池田, 2016)。 

発達障害は，必ずしも明確な障害として表面化されることが少なく，その結果，周囲に理

解されず，不適切な対応による二次障害を引き起こしやすい (佐伯, 2010)。そのため，発達

障害児の支援においては，早期発見・早期支援を行うと共に，周囲への理解を求めることが

重要である (伊勢, 2005; 小保方・佐久間・堀江, 2008; 笹森・後上・久保山ら, 2010)。発達

障害の早期発見・早期支援のための手立てとして，「発達障害者支援法」において乳幼児健診

が挙げられている。主な乳幼児健診としては，「母子保健法」にその実施が義務付けられてい

る１歳６か月健診と３歳児健診がある (中村, 2008)。しかし，発達障害は，集団的活動を通

して発見されることも多く，そのため３歳児健診までにその発見を十分に行うことは難しい

ことも少なくない (小枝・関・前垣, 2007)。そこで今日，保育所や幼稚園という集団環境の

中にいる 5 歳児を対象とした 5 歳児健診がいくつかの自治体において取り組まれるようにな 

ってきた (子吉, 2012)。しかし，5 歳児健診の実施内容は自治体により様々であり，また実

施している自治体もいまだ少ないのが現状である。自治体ごとの 5 歳児健診の実施内容を

比較・検討し，今後の課題を見出すことは，障害児保育の一環でもある早期発見・早期支援

を促す上で，有効な手段になるだろう。

本論では，5 歳児健診における発達障害の診査がこれまでどのように行われてきたのか，

その実施内容や事後対応を含め，論文化されているいくつかの自治体の取組を比較・検討す

る。そしてそこから，5 歳児健診の現状と課題を整理することを目的とする。論文は，Google 

Scholar や CiNii において「5 歳児健診」や「乳幼児健診」をキーワードとして検索した。 

Ⅱ．法に規定される乳幼児健診

最初に，乳幼児健診が法律においてどのように規定されているのかを整理しておく。

乳幼児健診の実施を定めている法律は「母子保健法」であり，その第 12 条及び第 13 条に

乳幼児健診の実施の義務が明記されている。「母子保健法」は，母性の保護を含めた，母と子

の健康に関する一貫した体系を規定した法律であり，1965 年に制定された (佐藤・北宮・李

ら, 2008)。第 12 条では，「市町村は，次に掲げる者に対し，厚生労働省令の定めるところに

より，健康診査を行わなければならない。一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 二

満三歳を超え満四歳に達しない幼児」と，第 13 条では，「前条の健康診査のほか，市町村は，

必要に応じ，妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して健康診査を行い，又は健康診査を受ける

ことを勧奨しなければならない。」と記述されている。第 12 条の「一 満一歳六か月を超

え満二歳に達しない幼児」が 1 歳 6 か月健診，「二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児」

が3 歳児健診である。また，これら 2 つの健診以外にも第 13 条の規定に則り，自治体ごと

に必要に応じて健康診査を行う。乳幼児健診は市町村に課された義務である。

「子ども子育て支援法」は，認定こども園，幼稚園，保育所を通じた共通の給付 (「施設

型給付」)及び小規模保育等への給付 (「地域型保育給付」)の創設，地域の子ども・子育て支
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援の充実のための所要の措置を目的として 2012 年に施行された。この中でも市町村が乳幼

児健診を事業として行わなくてはならないという実施義務が明記されている。また，1947 年

に制定され，2016 年にその一部が改正された「児童福祉法」でも，第 12 条の６に保健所の

行う業務として健康診査が挙げられている。

発達障害に限定すれば，2004 年に制定され，2016 年にその一部が改正された，発達障害

児・者の早期発見，継続的な発達支援を定めた法律である「発達障害者支援法」においても，

第 5 条に「児童の発達障害の早期発見等」として，乳幼児健診が早期発見との関係で記述さ

れている。第 5 条には，「1 市町村は，母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第十二

条及び第十三条に規定する健康診査を行うに当たり，発達障害の早期発見に十分留意しなけ

ればならない。2 市町村の教育委員会は，学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号）

第十一条に規定する健康診査を行うに当たり，発達障害の早期発見に十分留意しなければな

らない。3 市町村は，児童に発達障害の疑いがある場合には，適切に支援を行うため，当該

児童の保護者に対し，継続的な相談，情報の提供及び助言を行うよう努めるとともに，必要

に応じ，当該児童が早期に医学的又は心理学的判定を受けることができるよう，当該児童の

保護者に対し，第十四条第一項の発達障害者支援センター，第十九条の規定により都道府県

が確保した医療機関その他の機関（次条第一項において「センター等」という。）を紹介し，

又は助言を行うものとする。4 市町村は，前三項の措置を講じるに当たっては，当該措置の

対象となる児童及び保護者の意思を尊重するとともに，必要な配慮をしなければならない。5 

都道府県は，市町村の求めに応じ，児童の発達障害の早期発見に関する技術的事項について

の指導，助言その他の市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。」とある。乳幼児

健診は，発達障害の早期発見・早期支援のための重要な場として位置づけられていることが

分かる。

Ⅲ．5 歳児健診の特徴 

ここでは，5 歳児健診の特徴について，歴史，目的，実施方法の観点等を整理する。 

1．5 歳児健診の歴史 

5 歳児健診は，1996 年に鳥取県大山町で実施されたのがその起源であるとされる (上村・

稲葉・本田ら, 2013)。その後，「発達障害者支援法」改正や 2007 年に厚生労働省より提出さ

れた「軽度発達障害児に対する気づきと支援のマニュアル」(小枝, 2007)の中で 5 歳児健診が

取り上げられたことにより，全国的な広まりを見せた (なお，この「軽度発達障害」は，現

在用いられる単語ではない)。調査データにおいても，2006 年度の厚生労働科学研究実施の

「乳幼児健診システムに関する全国調査」では，1319 自治体のうち 55 か所でしか 5 歳児健

診を行っていなかったのに対し (中村・高野・鈴之原ら, 2006)，日本臨床心理士会が 2012

年度に行った調査では，1006 市町村のうち 99 か所が行っており (日本臨床心理士会, 

2014)，その増加をうかがい知ることができる。

2．5 歳児健診の目的 

5 歳児健診の主な目的は，それ以前の健診では十分に明らかにされなかった発達上，行動

上の支援を必要とする幼児の早期発見と，必要な支援へのつなぎであるとされている (小
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枝・関・前垣, 2007)。そのため健診担当者には，発達障害に関する知識や地域の発達障害児

の支援体制についての知識が求められる (下泉, 2011)。長野県駒ケ根市では，5 歳児健診の

目的として，①子どもの健全な発育発達を支援，②3 歳児では見極めにくいアスペルガー症

候群，注意欠陥・多動性障害などの早期発見，③適切な医療に結び付け，専門スタッフから

の助言や指導をもとに療育を実施，④保護者と共に関係者，関係機関とネットワークを組み，

支援体制を整備し，就学支援へ結びつける，の 4 点を挙げている (笹谷・下井・米山ら, 2007)。 

3．5 歳児健診の実施方法 

表 1 は，自治体における 5 歳児健診について論文化されている主な取組をまとめたもので

ある。健診の実施方法は自治体により様々である。例えば，全ての 5 歳児を対象とするとこ

ろもあれば，保育所や幼稚園などから受診を勧められたもしくは保健師により抽出された幼

児が保健センターなどで受診するところもある。また，5 歳児健診の実施場所も，幼稚園や

保育所に健診スタッフが赴く訪問型と，保健センター等に親子を集めて検診する集団健診及

びその両方を兼ねるもの(訪問型かつ集団健診)がある (子吉, 2012)。さらに，診査項目も問

診票のみの自治体もあれば，行動観察も行う自治体，さらに発達検査も行う自治体もある。

一例として，鳥取県では 5 歳児健診では，主として会話する力や社会性の発達と自己統制力

の発達などを診ている (小枝・関・前垣, 2007)。 

以下，表 1 で取り上げた自治体における 5 歳児健診の方法について概観していく。 

表 1 自治体ごとの 5 歳児健診の概要 (論文化されており入手できた主なものを示した) 
自治体・団体名 対象範囲 健診場所 健診項目

大田原市

(下泉, 2011) 

要観察児を中心とした

全幼児

保育所・幼稚園 問診票(保育士・教員記入) 

相談票(保護者記入) 

保育場面観察

東京都医師会

(東京都医師会, 2011) 

医師会や診療所で広報

し、希望した者

原則診療所

(保育所や幼稚園の

場合もあり) 

身体測定

眼及び歯科の検査

問診票(生活習慣・SDQ) 

 一般診察(態度・視線・挨拶) 

5 歳児診察(31 項目の質問・検査) 

鳥取県

(小枝・関・前垣, 2007 ; 

梶川・小枝, 2007 等) 

町村部：全ての幼児

市部：要観察児

保健センター

保育所・幼稚園

成育歴等のアンケート

発達に関するアンケート

集団での遊びの観察

福知山市

(弓削・全, 2007) 

市内の 4 歳 6 カ月～ 

5 歳 6 か月の幼児の半数 

保育所・幼稚園 保護者と保育士への問診

保育観察および診察

駒ケ根市

(笹谷・下井・米山ら, 

2007) 

全ての幼児 保健センター 問診票

身体測定

保育所の情報の確認

集団遊びの観察

個別の発達検査

A 地区(人口 3 万人弱) 

(鳥居, 2009) 

記載なし 保健センター 問診票(保護者記入) 

調査票(保育所・幼稚園記入) 

集団観察

人物画

医師による個別の問診
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1) 対象

対象については，5 歳児全てを対象とする悉皆検査と，保育所・幼稚園からの情報を基に

要観察児のみを対象もしくは保護者からの要望による健診希望者のみを対象とする抽出検査

の 2 パターンに大別される。悉皆調査としては，鳥取県の町村部，駒ケ根市がそれぞれ自治

体の管轄内全ての幼児を対象としている (小枝・関・前垣, 2007; 梶川・小枝, 2007; 笹谷・

下井・米山ら, 2007)。一方で抽出調査としては，鳥取県の市部，栃木県大田原市，東京都医

師会，京都府福知山市が該当する。栃木県大田原市は，保育所・幼稚園においては，全ての

幼児に対し問診票を作成するが，その後保健師等の健診においては，問診票を基にリストア 

ップされた要観察児が中心に観察しており (下泉, 2011)，東京都医師会は，広報した者の中

から希望した者 (東京都医師会, 2011)，京都府福知山市は，モデル健診時点における研究と

いう留保はあるが，市内の幼児の半数を対象に健診を行われている (弓削・全, 2007)。 

2) 実施場所

実施場所については，保健師等が保育所・幼稚園に赴く場合と，保健センターに集めて行

う場合に大別される。保育所・幼稚園に赴くという自治体は，大田原市，福知山市，鳥取県

の一部である。保健センターで行っている自治体は，鳥取県の大部分，駒ケ根市，A 地区で

あり，大田原市においても他市町の保育所・幼稚園に通園している児や在宅の児については，

後日保健センターにおいて集団検診を行っている。A 地区は，地区の保健センターで，保育

所・幼稚園ごとに日程を指定し実施している (鳥居, 2009)。また，東京都医師会実施の 5 

歳児健診は，各診療所において行われている。

3) 実施内容

実施内容は，自治体ごとに多様であるが，主には問診票，保育場面観察，発達検査など

が挙げられている。大田原市は，保育士及び教員記入の問診票，保護者記入の相談票，保

育場面観察により行っている。東京都医師会は，身体測定眼及び歯科の検査，問診票(生活習

慣・SDQ)，一般診察(態度・視線・挨拶)，5 歳児診察(31 項目の質問・検査)から構成されて

いる。「子どもの強さと困難さアンケート (SDQ：Strengths and Difficulties 

Questionnaire)」は 3 歳から 16 歳頃までの子どもを対象とした精神症状項目群と肯定的な

行動特徴 (向社会性)に関する項目群合計 25 項目から構成された問題行動に関する簡便な

スクリーニング尺度であり (Goodman, Meltzer, & Bailey, 1998)，日本においても標準

化されている質問紙である (Matsuishi, Nagano, & Araki et. al., 2008; Moriwaki, &

Kamio, 2014)。発達に関するアセスメントとして 5 歳児健診で比較的多く用いられているよ

うである (社団法人東京都医師会,平塚市こども発達支援室等)。情緒，行為，多動と不注意，

仲間関係，向社会性の 5 つの下位尺度が評価される。鳥取県は，成育歴等と発達に関するア

ンケート及び集団での遊びの様子から構成されるが，その実情は自治体ごとにさまざまであ

る。福知山市は，保護者と保育士に対する問診，保育観察および診察で構成されている。駒

ケ根市は，問診票，身体測定，保育所の情報の確認，集団遊びの観察，個別の発達検査を行っ

ている (上村・稲葉・本田ら, 2013)。集団遊びの具体的内容は，「紙芝居」「自己紹介」「リト

ミック」「フルーツバスケット」「サーキット」であり，発達検査の具体的内容は，「名前の確

認」「積木」「絵を見て思ったことを話す」「フロスティック」等である (笹谷・下井・米山ら,

2007)。A 地区は，保護者記載の問診票，保育所・幼稚園記載の調査票，集団観察，人物

画，医師による個別の問診等である。
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　以上のように、自治体により、行っている内容に差や工夫が見られるが、問診票と集団

(保育)観察は本論で取り上げた自治体の全てにおいて行われていることが分かる。そして，

その具体的内容として，問診票では，小枝 (2007)や SDQ がよく用いられており，集団観

察では，心理士や保健師等が担任の指示や集団遊びでのルールの理解，観察場面を通した落

ち着きや注意の程度等が評価されている。

4) 健診後の対応

健診後の対応としては，支援継続のための工夫が各自治体で見られている。大田原市では，

カンファレンスを行い，保育所・幼稚園での支援についての助言・指導等を行い，また健診

から約 6 か月後に保健師・心理士が各園を訪問し事後指導を行っている。さらに保健師，心

理士による再度の訪問による事後指導や園等での事例検討会を行っている。東京都医師会は，

医療機関や関係する専門機関と連携した指導・支援を行っている。鳥取県では，子育て相談，

心理発達相談，教育相談の 3 つの相談内容による相談体制を整備している。各相談に対応し

た統括者(大学教員)及び担当者がおり，それをまとめる役として責任者がいる。福知山市で

は，保育士支援として，保育所及び幼稚園の巡回や研修会の実施，子ども及び保護者支援と

して，保健所におけるソーシャルスキルトレーニングやペアレント・トレーニング等を行っ

ている。駒ケ根市は，医療機関での訓練や保育園・学校への巡回相談，児童発達支援施設で

の療育訓練などを行っている。A 地区では，医療機関での診察，保護者への相談，保育所・

幼稚園への巡回相談等を実施している。

Ⅳ．5 歳児健診の成果と課題 

5 歳児健診の成果を 3 点まとめる。第一に，3 歳児健診までに発見されなかった発達障害

児の発見である。大田原市では，医療機関での受診を行った幼児のうち，5 歳児健診で初め

て発達の問題を指摘されたものが最終的に 12 名(医療機関への受診を進めた者の内の 35%)

みられた。また，福知山市では，「集団が苦手な子」と判断されたもののうち，3 歳児健診に

おいて指摘されなかったものが，最終的に約 6 割みられた。こうしたことから，5 歳児健診

は発達障害児の早期発見に有効な手段の 1 つであると指摘できる。 

第二に，専門機関と保育所・幼稚園との連携である。5 歳児健診を行うことで，発達障害

児の早期発見以外にも保健センター等の専門機関と保育所・幼稚園の連携が強化され，相談

しやすい環境となり，子どもたちへの適切な支援が行いやすくなる (下泉, 2011)。 

第三に，こうした 5 歳児健診の成果は発達障害児の早期発見に限定されたことではないこ

とである。健診を通して，保育所・幼稚園や保護者と関係を持つ中で，家庭における不適当

な養育等にまで広げて考えることができる。近年，乳幼児健診の目的が，単なる発達の確認

や障害の発見だけでなく，子育て支援や虐待防止等子育て全般の支援に転換されてきており

(小渕, 2012)，5 歳児健診の成果には，保護者の不安軽減や家族(保護者)支援の側面も含まれ

ると言えるだろう。家族支援を行うことは，保育所保育指針にも明記されており (斎藤, 

2016b)，その点からも健診の重要性を窺い知ることができる。 

一方，課題も 3 点を指摘する。第一に，健診で発達障害を発見出来たとしても，適切な支

援につなげる体制がなければ，その効果は脆弱になる。1 歳 6 か月健診の例ではあるが，支

援体制のある自治体の方がない自治体よりもフォロー率が高いことが報告されている (近藤, 
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2011)。5 歳児健診の結果を支援につなげられないのならば，健診を実施しない方がよいとい

う意見もあるのは(平岩, 2008)，ある意味当然のことだろう。 

第二に，健診の精度を向上させるため，その後の支援をより良いものにしていくためにも，

健診担当者のスキルを上げる必要が指摘されている (子吉, 2012)。前にも述べたが，下泉

(2011)も，健診担当者は，発達障害や地域の発達障害児の支援体制についてより深い知識が

必要であることを報告している。研修会を開催するなどして，スキルの向上を系統的に行っ

ていく必要があるだろう。

第三に，健診のコストである (子吉, 2012)。保育所・幼稚園に赴く訪問型の場合，複数回

にわたる訪問が必要な場合もある。また，保育場面を観察する場合は，少なくないスタッフ

の配置が必要となる。そのため，人材面等様々な側面のコストが自治体には課せられること

になる。5 歳児健診は，コストはかかるが結果として費用対効果は高いとする指摘がある一

方で (菅原・大口・小枝, 2007)，3 歳児健診など従来の健診の質をその分高めることも有用

であるという意見も見られる (稲葉・木村・津田ら, 2011)。全ての子どもの豊かな発達は，

そもそも費用に代えられないものであり，今後さらに実践的検証を深めたこうした問題の解

決が求められる。

Ⅴ．まとめ

本論では，5 歳児健診における発達障害の診査について，自治体の取組を比較・検討し，

現状と課題の整理を行った。そしてその結果，5 歳児健診が，それより低年齢での健診では

見出せない発達障害児の早期発見に貢献していること，専門機関と保育所・幼稚園との連携

の機会になっていること，発達障害の発見だけでなく，子育て支援や虐待防止等子育て全般

の支援に結びついていることが明らかとなった。一方で，健診で発達障害を発見できたとし

ても，適切な支援につなげる体制がなければその効果は脆弱になること，健診担当者のスキ

ルを上げる必要があること，健診の実施が自治体には負担となりうることなどを課題として

指摘した。

特別支援教育の法的な開始から今年度(2016 年度)で 10 年となるが，これまで以上に就学

支援が重要となっているのは明らかである (斎藤・池田・奥住ら, 2017)。2016 年には，「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行され，合理的配

慮の提供が行政等に義務付けられた。5 歳児健診を合理的配慮の提供と関連付ければ，就学

後の学習と生活はより充実するだろう。今後は 5 歳児健診の成果としての合理的配慮を就学

支援に結び付けて検討することも求められてくると思われる。

 また，発達障害児の早期発見や就学支援を考えるとき，同時に家族支援についても考慮す

る必要がある (小野, 2016; 吉利・林・大谷ら, 2009)。家族支援の考え方としては，「家族が

子どもの良い支援者になるように，強化する方法」と「親の負担を軽減すること」の二通り

の方向が提示されている (小野, 2016)。既にいくつかの自治体でも取り組まれているが，健

診後 (発達障害の発見後) の対応として，ペアレント・トレーニングの実施やレスパイトの

提供等が必要になってくるのではないかと思われる。

今後は，5 歳児健診の充実も含め，発達障害児の早期発見・早期支援，就学支援，そして

家族支援といった多面的・多角的な関連の検討が求められる。
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ABSTRACT 
 本稿では，知的な遅れのない発達障害児への適切な教育支援の提供に向けて，彼らのワー

キングメモリの特徴を理解することを目的とした。特に本稿では，ワーキングメモリの中で

も視空間性ワーキングメモリを中心に知見の整理を行った。視空間性ワーキングメモリの定

義や役割，評価方法について簡潔に整理した後に，代表的な発達障害として LD，ADHD，

及び ASD における視空間性ワーキングメモリに関する先行研究を概観した。その結果，LD 

(読字障害) においては，音韻性ワーキングメモリとは対照的に，視空間性ワーキングメモリ

は年齢相応に発達していることが示された。一方で，ADHD 及び ASD においては，視空間

性ワーキングメモリの機能低下が示唆されていることが明らかとなった。最後に，本稿で整

理した知見に基づき，発達障害児への教育支援方法や今後の課題について記述した。 
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Ⅰ．はじめに 
 

通常学級における発達障害への対応は障害の重度・重複化や多様化への対応と並び，特別

支援教育における重点の一つであり，今後のさらなる充実が求められている。発達障害とは，

発達期に生じる脳機能障害の総称であり，学習障害 (learning disabilities, LD) や注意欠陥

多動性障害 (attention deficit hyperactivity disorder, ADHD)，自閉症スペクトラム障害 

(autism spectrum disorder, ASD)，特異的言語発達障害 (specific language impairment, 

SLI)，発達性協調運動障害 (developmental coordination disorder, DCD)，チック症候群 (tic 

disorders) など多様な障害種が含まれるが，一般に教育の領域においては知的な遅れのない

ものを指す。各種の発達障害の中でも，昨今の教育現場では特に LD，ADHD 及び ASD に

伴う困難への対応が重要な課題となっており，社会的にも大きな関心が寄せられている。 

発達障害児が経験する困難は学習，対人関係，日常生活の適応上の困難など多岐にわたる

が，そうした困難には彼らの認知特性が影響を及ぼしていると考えられる。ここで，多くの

発達障害児において特徴的であり，かつ彼らに対する教育支援に関して重要な認知特性の一

つとしてワーキングメモリが挙げられる。ワーキングメモリは後述するように，私たちの知

的活動の基盤を担う認知機能であることから，その機能障害は重大な困難をもたらす。した

がって，発達障害児におけるワーキングメモリに注目し，その特徴について理解することは，

彼らに対する適切な教育支援を検討していく上で有用であると考えられる。 

本稿では，発達障害児への適切な教育支援の提供に向けて，彼らのワーキングメモリの特

徴を理解することを目的として，関連する知見を整理する。特に本稿では，ワーキングメモ

リの中でも視空間性ワーキングメモリを中心に知見の整理を行う。これは，視空間性ワーキ

ングメモリが発達障害児のワーキングメモリに注目する際に重要なトピックであるというこ

と同時に，視空間性ワーキングメモリに関する研究の今後の進展を期待してのことである。

また，代表的な発達障害として，LD，ADHD 及び ASD における視空間性ワーキングメモリ

を取り上げる。なお，本稿ではワーキングメモリという用語を機能的には短期記憶である場

合も含めて適用することとする。ワーキングメモリと短期記憶の関係については，Aben, 

Stapert & Blokland (2012) を参照されたい。 

 

Ⅱ．視空間性ワーキングメモリとは 
 

私たちは日常生活において，些細なことからいささか難解なことまで，それを行ったこと

自体はすぐに忘れてしまうが，絶え間なく何らかの課題を解決し続けている。この時，一定

の期間だけ，必要な情報を覚えておくことが重要かつ不可欠である。例えば，買い物の合計

金額を暗算しようとするとき，途中の計算結果を記憶に留めておきながら，次々と計算を進

めていく必要がある。あるいは，地図をもとに目的地へ行こうとするとき，その地図にある

道路や目印となる建物などがどこにあるのかを一時的に忘れないようにしつつ，頭の中で進

行方向を回転させたりしながら，道を進んでいく。こうした思考や行為を導く作業台として

の役割を担う認知機能がワーキングメモリであり，認知課題の遂行時において必要な情報を

一時的に保持する記憶のことを指す。 

ワーキングメモリは単一の認知システムではなく，複数の下位システムから構成された複

合的なシステムと捉えられている。例えば，代表的なワーキングメモリモデルであり，発達



 
 Journal of Inclusive Education，VOL.2 38-46 

 

 
40 

障害児を対象とした検討においても理論的枠組みとして用いられることが多い Baddeley の

複数成分モデルでは，ワーキングメモリは音韻ループ (phonological loop)，視空間スケッチ

パッド (visuo-spatial sketchpad)，エピソード・バッファ (episodic buffer) という 3 つの情

報保持システムと，それらの制御を担う中央実行系 (central executive) によって構成されて

いる (Baddeley, 2012)。ワーキングメモリの保持システムの中でも，音韻ループは言語など

の聴覚情報を一時的に保持する役割を果たしているのに対して，視空間スケッチパッドは物

体の色や形，位置をはじめとする視空間情報の保持を担っている。このように，ワーキング

メモリは覚えるべき情報の性質 (モダリティ) によって異なる認知システムや神経機構によ

って支えられていると考えられており，音韻性ワーキングメモリと視空間性ワーキングメモ

リに大別されて検討が進められている。 

視空間性ワーキングメモリもまた，単一のシステムではなく，さらに細分化されると考え

られている (Logie, 1995; Repovš & Baddeley, 2006)。例えば，Logie (1995) は視空間性ワ

ーキングメモリに関して，視覚キャッシュ (visual cache) とインナースクライブ (inner 

scribe) という異なる 2 つの構成要素を仮定している。視覚キャッシュは受動的な貯蔵シス

テムで，物体に属する情報のうち，色や形といった視覚的要素の保持に関与する。もう一方

のインナースクライブは視覚キャッシュ内に保持された情報の操作やリハーサルを行う能動

的なシステムで，情報の空間的要素の保持に関与する。このように，視空間性ワーキングメ

モリは物体の色や形，テクスチャといった情報を扱う視覚性ワーキングメモリと物体の空間

位置に関する情報を扱う空間性ワーキングメモリに分けられると考えられているが，互いの

独立性は認知・発達・神経心理学的知見によって支持されている (e.g., Della Sala, Gray, 

Baddeley, Allamano & Wilson, 1999; Klauer & Zhao, 2004; Logie & Pearson, 1997)。 

ここで，視空間性ワーキングメモリは単なる貯蔵システムとしてではなく，複数の情報源

からの視空間情報を統合する手段として進化したシステムで，視覚，注意，行為の間のイン

ターフェイスとして機能すると仮定されていることにも注目すべきである (Baddeley, 2007)。

また，視空間性ワーキングメモリは読み書きや文理解，算数をはじめとする学業成績 

(Gathercole & Pickering, 2000; Reuhkala, 2001) や実行機能  (Miyake, Friedman, 

Rettinger, Shah & Hegarty, 2001) をはじめとする他の認知機能，及び運動機能 (Kawagoe 

& Sekiyama, 2014) とも関連性を持つことが示されている。したがって，発達障害児への教

育支援や日常生活における支援を検討するにあたって理解すべき，重要な認知機能の一つで

あると言える。 

 
Ⅲ．視空間性ワーキングメモリの評価方法 

 

特定の認知機能を評価するためには，標準化された心理検査や研究目的に応じた実験課題

が用いられる。しかしながら，視空間性ワーキングメモリに関しては，現在，わが国の児童

を対象に標準化された心理検査は見受けられない (ただし，DN-CAS 下位検査「図形の記憶」

や K-ABC 下位検査「位置さがし」を視空間性ワーキングメモリ課題として用いることには

一定の妥当性があると思われる)。一方で，視空間性ワーキングメモリを実験的手法により研

究するにあたって，視空間性ワーキングメモリを評価する実験課題が様々に考案されてきた。

以下では，発達障害児を対象としても広く用いられている視空間性ワーキングメモリ課題を

複数取り上げ，その概要を簡潔に記述する。 
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視空間性ワーキングメモリ課題として研究史の比較的早期から考案され，今なお汎用され

ている課題の一つが Corsi ブロック課題である (Corsi, 1972; Milner, 1971)。Corsi ブロック

課題の実施手続きにはいくつかのバリエーションが見られるが，一般的には，実験者が机上

に配置された 9 つのブロックのいくつかを一つずつ順番に指さしていき，実験参加者はその

ブロックを同じ順番で指さして回答することが求められる (Oi, Okuzumi & Kokubun, 

2015)。したがって，実験参加者はブロックの位置情報とそれらの系列的情報を保持すること

が求められるが，Corsi ブロック課題は視空間性ワーキングメモリの中でも空間性ワーキン

グメモリを評価する課題として用いられることが多い (Cornoldi & Mammarella, 2014 や

Pickering, Gathercole, Hall & Lloyd, 2001 も参照のこと)。なお，実物のブロックを用いる

のではなく，PC や紙面上にブロックの位置を模して実施することも一般的である。 

Corsi ブロック課題と並び，代表的な視空間性ワーキングメモリ課題と考えられるものが

Visual Patterns Test である (Della Sala, Gray, Baddeley & Wilson, 1997)。Visual Patterns 

Test では，実験参加者は白黒の格子模様が描かれたカードを呈示される。この格子模様を構

成するセルの半数は黒色に塗られており，実験参加者はこのパターンを覚え，後に再生する

ことが求められる。Visual Patterns Test は Corsi ブロック課題との対比において，視覚性

ワーキングメモリをより純粋に反映する課題であると考えられている (Della Sala et al., 

1997)。したがって，Corsi ブロック課題と併用し，視空間性ワーキングメモリを評価する場

合も少なくない (Corsi ブロック課題と Visual Patterns Test の関係は上述の通り，Cornoldi 

& Mammarella, 2014 や Pickering et al., 2001 を参照されたい)。 

最後に，Corsi ブロック課題や Visual Patterns Test とは異なる視空間性ワーキングメモ

リを評価する課題を一つ紹介する。odd one out span task (Henry, 2001; Russell, Jarrold & 

Henry, 1996) では，3 つの無意味図形が横一列に並んだカードが呈示されるが，このうち 1

つは他と異なる図形となっており，実験参加者はその異なる図形を選択することが求められ

る。無意味図形が並んだカードは複数呈示され，すべてのカードで選択が終わった後，実験

参加者は続けて，先ほど選択した異なる図形が呈示されていた位置 (3 箇所のうちのいずれ

か) を回答することが求められる。すなわち，odd one out span task では，図形に含まれる

視覚情報を分析し，他と弁別しながら，その位置情報を保持することが求められる。視空間

情報の保持のみを求める Corsi ブロック課題や Visual Patterns Test とは異なり，視空間情

報の保持と処理を並行して行う必要があることから，odd one out span task ではより高度な

注意制御が求められる場合の視空間性ワーキングメモリの機能を評価することができるもの

と考えられる。 

 

Ⅳ．発達障害におけるワーキングメモリ 
 

1．LD 

文部科学省の定義によれば，LD とは「聞く，話す，読む，書く，計算する又は推論する」

領域のいずれかに著しい能力の制約を示す状態である。LD は読字障害や書字障害，算数障

害などのサブタイプに分けられるが，本稿では，その中でも代表的な読字障害を取り上げ，

その視空間性ワーキングメモリの特徴について整理する。 

読字障害とは，読字に特異的な困難を示す状態のことであり，読字障害を有する児童は文

字を正しく，流暢に読むことを非常に苦手とする。これまでの研究により，読字障害におい
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ては音韻性ワーキングメモリの機能低下が指摘されている (Roodenrys & Stokes, 2001; 

Swanson, 2006)。例えば，Roodenrys & Stokes (2001) は 16 名の読字障害児 (平均生活年

齢：8 歳 1 ヶ月，平均読み年齢：6 歳 1 ヶ月) に対して音韻性ワーキングメモリ課題を実施し

ている。その課題成績を読み年齢または生活年齢が一致した定型発達児の成績と比較した結

果，読字障害児の課題成績は読み年齢が一致した定型発達児とは同等であったが，生活年齢

が一致した定型発達児と比べると有意に低下していた。 

このように，読字障害では音韻性ワーキングメモリの機能低下が認められている一方で，

視空間性ワーキングメモリは年齢相応の発達を示すことが報告されている  (Gould & 

Glencross, 1990; Pickering, 2006)。Pickering (2006) において報告されている Pickering & 

Chubb (2005) が行った研究では，17 名の読字障害児 (平均生活年齢：10 歳 5 ヶ月，平均読

み年齢：8 歳 7 ヶ月) に対して，ワーキングメモリの包括的なテストバッテリーである

Working Memory Test Battery for Children と Visual Patterns Test を実施している。そ

の結果，読字障害児は読み年齢が一致した定型発達児と比較して，音韻性ワーキングメモリ

の得点は有意に低かったのと対照的に，視空間性ワーキングメモリの得点には差が認められ

なかった。同様に，Gould & Glencross (1990) は Corsi ブロック課題を用いて，読字障害児

の空間性ワーキングメモリが IQ の一致した定型発達児と同等に発達していることを示して

いる。 

 

2．ADHD 

不注意，多動，衝動性という障害特性を示す ADHD の中核障害は実行機能不全にあると

考えられている (Barkley, 1997; Sonuga-Barke, Bitsakou & Thompson, 2010)。その一方で， 

ADHD では視空間性ワーキングメモリにおいても機能低下が見られることが報告されてい

る。 

ADHD におけるワーキングメモリに関する研究は数多く行われており，Kasper, Alderson 

& Hudec (2012) によるメタ分析の結果，ADHD では音韻性ワーキングメモリ，視空間性ワ

ーキングメモリともに機能低下が見られることが示されている。一方で，Martinussen, 

Heyden, Hogg-Johnson & Tannock (2005) によるメタ分析からは，ADHD では視空間性ワ

ーキングメモリに特に顕著な困難があることが示唆されている。 

ADHD 児において視空間性ワーキングメモリの機能低下が認められなかったという報告

も散見される (e.g., Cohen et al., 2000; Kuntsi, Oosterlaan & Stevenson, 2001) ことから，

今後のさらなる検討が必要であるが，これまでの知見を総合すると，ADHD には少なくとも

空間性ワーキングメモリの機能低下があると考えてよいと思われる (Roodenrys, 2006)。な

お，Alloway (2011) は視空間性ワーキングメモリの機能低下が ADHD 児における目立った

特徴であり，ADHD 児を特定するのに有用であると述べている。 

 

3．ASD 

ASD は社会的コミュニケーションの質的障害及び反復常同的な行動様式に特徴づけられ

る発達障害である。ASD の中核障害は社会性の障害であるが，認知機能の障害もしばしば伴

うことが知られている。ASD における視空間性ワーキングメモリに関する研究は比較的限定

されているが，その機能低下が見られることが報告されている。 

 Ameli, Courchesne, Lincoln, Kaufman & Grillon (1988) は ASD 児・者に対して，具体物
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及び無意味記号を用いた視覚性ワーキングメモリ課題を実施した。その結果，ASD 児・者は

定型発達児・者と比較して有意に低い成績を示しており，ASD における視覚性ワーキングメ

モリの機能低下が示唆されている。また，Corsi ブロック課題を用いて評価された空間性ワ

ーキングメモリに関しても，ASD 児は機能低下を示すことが報告されている (Williams, 

Goldstein, Carpenter & Minshew, 2005)。Minshew, Luna & Sweeney (1999) も同様に，

ASD 児・者において空間性ワーキングメモリの機能低下が認められることを報告している。 

 その一方で，Ozonoff & Strayer (2001) は ASD 児が生活年齢及び IQ が一致した定型発達

児と比較して，視空間性ワーキングメモリの機能低下を示さなかったことを報告しており，

上記の研究とは一貫しない結果も得られている。同様に，Joseph, Steele, Meyer & 

Tager-Flusberg (2005) においても，ASD 児は視空間性ワーキングメモリ課題において定型

発達児と同等の成績を示していた。  

こうした知見間の不一致が少なからず見られるため，今後の詳細な検討が必要と言えるだ

ろう。視空間性ワーキングメモリに関する記憶方略や注意制御の観点からの検討が有用と考

えられるが，これに関連して，Steele, Minshew, Luna & Sweeney (2007) は空間性ワーキ

ングメモリへの負荷が高い場合，ASD 児が空間性ワーキングメモリの機能低下を示すことを

報告している。 

 

Ⅴ．おわりに 
 

本稿では，発達障害児への適切な教育支援の提供に向けて，視空間性ワーキングメモリを

中心に関連する知見を概観してきた。LD，ADHD 及び ASD を代表的な発達障害として取り

上げ，その視空間性ワーキングメモリの特徴に関する知見を整理した。 

その結果，LD (読字障害) においては，音韻性ワーキングメモリの機能低下とは対照的に，

視空間性ワーキングメモリは年齢相応に発達していることが示された。これに対して，

ADHD 及び ASD においては，いくらか結果が混在しているものの，視空間性ワーキングメ

モリの機能低下が示唆されていることが明らかとなった。 

以上のことから，発達障害の中でも，障害種に応じて視空間性ワーキングメモリに関して

一定の異なる特徴を持つことが理解される。したがって，各障害における視空間性ワーキン

グメモリの特徴に基づいて，具体的な教育支援方法を検討することが可能と言える。例えば，

読字障害児への漢字読み指導を行う場合には，聴覚的な入力と合わせて，視覚的な教材を用

いて指導を行うことは有効な方法の一つと考えられる。一方で，ADHD 児や ASD 児におい

ては，そうした視覚的な補助は必ずしも同様に有効とは限らず，課題の構造化などを行うこ

とで，視空間性ワーキングメモリにかかる負荷を低減することが有効であると考えられる。 

発達障害における視空間性ワーキングメモリに関する研究は近年進展を見せているが，今

後のさらなる検討が必要である。また，本稿では視空間性ワーキングメモリの評価方法につ

いても簡単に整理を行ったが，国内では標準化された心理検査が現時点では利用可能でない

ことに言及した。発達障害児への教育支援を検討する上では，彼らの視空間性ワーキングメ

モリの特徴を正確に把握することが重要となるが，今後は視空間性ワーキングメモリを正確

かつ簡便に評価できる環境を整えることも重要な課題と言えるだろう。 
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ABSTRACT 
 Microaggression とは、「日々の言語的、非言語的、環境的な軽蔑、冷遇、侮蔑であり、意

図的かどうかにかかわらず、ただ周縁化されたグループのメンバーであるということだけで、

対象となる人々に対して敵対的、中傷的、否定的なメッセージを送ること（Sue, 2010）」で

ある。肢体不自由者の中には、障害による表情や反応の乏しさから、かかわり手の差別的行

動に対して不快感を示すことの難しい者が存在する。そのため、差別的行動があったとして

も、問題が潜在化しやすい傾向にあると考えられる。本研究では、言語報告の難しい肢体不

自由者に対する Microaggression の特徴を明らかにするために、相手や状況に応じて発話の

有無を意図的に調整している肢体不自由者 A を対象に、彼女の発話抑制場面におけるかかわ

り手の行動を整理・分類した。その結果、かかわり手の行動の特徴を次の 3 つのカテゴリー

に分類することができた。①マザリーズ等を用いた対人距離の不適切な行動、②時間的余裕

を与えない代行・進行、③抵抗できない相手への身体接触を伴った行動である。先行研究で

は、健常者の差別的行動の背景要因を態度やステレオタイプといった個人要因から捉えてい

た。しかしながら、差別的行動をなくすためには、個人要因だけでなく、状況の力といった

異なる視点からも検討する必要性が示唆された。 
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Ⅰ．問題と目的 
 

我が国においては、障害者権利条約の批准（2014）や障害者差別解消法の施行（2016）等、

共生社会実現に向けた整備が進められており、公には差別はなくなってきているように見え

る。しかしながら、日常場面においては障害者に対する差別や偏見は存在しており、健常者

は無意識的に差別を行っていることが報告されている（内閣府, 2012）。現代の社会において、

明らかな差別や偏見を障害者に向けることは社会的に認められず、隠される傾向にある

（Krahé & Altwasser, 2006）。そのため、現代の差別は見えにくくなっている（栗田, 2015）。 

 そのような中、近年、日常場面における差別を広く捉える Microaggression という概念が

注目を浴びている。Microaggression とは、「日々の言語的、非言語的、環境的な軽蔑、冷遇、

侮蔑であり、意図的かどうかにかかわらず、ただ周縁化されたグループのメンバーであると

いうことだけで、対象となる人々に対して敵対的、中傷的、否定的なメッセージを送ること

（Sue, 2010）」と定義される。Sue, Capodilupo, Torino et. al. (2007) は人種差別に焦点を当

て、Microaggression を Microassaults、Microinsults、Microinvalidations の 3 つのカテゴ

リーに分類した。Microassaults とは、対象に対する明らかな軽蔑や攻撃であり、蔑称で呼

ぶ、避ける、意識的な差別的行動が含まれる。Microinsults は無礼で無神経で相手の地位や

アイデンティティを貶める言動を指し、しばしば無意識的に行われる。例えば、黒人に対す

る「どうやって就職したの？」という言葉には、意図的かどうかにかかわらず、「黒人には就

職することが難しい」というようなネガティブな考え方が反映されていると考えられる。

Microinvalidations は心理的な思考、感情、現実の経験を排除、否定、無効化する言動であ

る。例えば、差別的経験に対して「気にしすぎ」等の発言を行うことにより、差別を受けた

者の経験を否定・無効化し、差別はないかのようにみなすのである。Microaggression の概

念は、差別を行った者に悪意があったかどうかにかかわらず、差別を受けた者がどう感じる

か、どのようなメッセージを受け取るかが重視され、いじめやハラスメントに近い概念であ

ると考えられる。行動の根拠や結果に気付いていない善意の人々によってしばしば行われる

点において、伝統的な差別とは異なっている（Gonzales, Davidoff, DeLuca et. al., 2015）。 

 Microaggression 研究の多くは人種差別に関するものだが、近年では障害者を対象とした

研究も行われている。例えば、Keller & Galgay (2010) は身体障害者を対象に半構造化面接

を行い、彼らが受けている障害に関する差別的経験について報告した。身体障害者は、アイ

デンティティの否定（個人ではなく障害に目を向けられる、障害に関する差別的経験を否定・

最小化される）、プライバシーの否定、無力であると判断される、二次利得、保護対象化（子

ども扱いをされる）、二級市民（劣った集団・人間として存在を脅かされる）、非性化（性的

対象として見られない）といった Microaggression を経験していた（Keller & Galgay, 2010）。 

 Gonzales, Davidoff, Nadal et.al. (2015) は精神障害者を対象に会話分析を行い、精神障害

者が受けている Microaggression について報告した。彼らは、無効化（差別的経験の最小化、

症状化、保護対象化）、劣っているとの仮定（知能が低い・無能と判断される、行為主体性の

否定）、精神障害への恐れ（危険、汚染）、精神障害は恥ずかしいと思われる、二級市民、明

らかな差別の経験（退院後に仕事が無い）、Microaggression を受けたことによるネガティブ

な結果（フラストレーションを感じる、低い自尊心、疎外感）について報告した（Gonzales, 

Davidoff, Nadal et. al, 2015）。 

 これらの知見は、差別を受けている当事者達が日常場面において健常者のどのような行動
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に対して不快感を覚えているのかを明らかにしているものの、対象者が差別的行動に対して

不快感をもつことができ、かつ、それを言語報告できる者に限られるという課題がある。ま

た、身体障害者を対象とした Keller & Galgay (2010) の研究においては、対象者の中に肢体

不自由者や感覚障害者等が含まれており、障害種が多様である。障害者を対象とした態度研

究においては、障害種によって健常者の態度が異なる（河内, 2004）ことや、障害が可視的

な障害者に対する態度の方が不可視的な障害者に対する態度よりもネガティブ（Stone & 

Wright, 2012）であることが報告されている。上述の身体障害者と精神障害者を対象とした

Microaggression 研究を比較しても、障害種によって差別的経験の特徴には異なる部分もあ

る。これらのことから、障害種ごとに検討する必要があると考えられる。 

 肢体不自由者の多くは、日常生活動作に何らかの介助を必要としている。障害の状態によ

っては長期にわたる介助が必要であり、かかわり手との関係性等を考えて、不適切な行動を

受けたとしても諦めざるを得ない場合が多いと考えられる。また、障害による表情や反応の

乏しさから、かかわり手が意思を読み取ることが難しい者も存在する。かかわり手の側も、

肢体不自由者からの意思表示を読み取ることができないために、自身の行為が不適切である

と気付きにくくなっている可能性がある。以上のように、肢体不自由者に対する差別的行動

の問題は潜在化しやすい傾向にあると考えられる。 

 筆者らは、相手や状況に応じて発話の有無を意図的に調整する肢体不自由者 A と継続的に

かかわってきた。A はかかわり手から自身にとって不適切な行動を受けると発話を抑制する。

A 自身も、発話の調整について認めている。これまでの観察から、A の発話の抑制にはかか

わり手との関係性や接触回数は影響しないことが確認されている。A の発話抑制場面におけ

るかかわり手の行動を観察することで、これまで明らかにされてこなかった言語報告の難し

い肢体不自由者に対する Microaggression を明らかにしうると考えられる。本研究では、A

の発話抑制場面におけるかかわり手の行動を整理・分析することを通して、言語報告の難し

い肢体不自由者に対する Microaggression の特徴を明らかにすることを目的とする。 

 

Ⅱ．方法 
 

1．対象者 
対象は、19 歳の女性 A である。脳性麻痺による四肢体幹機能障害と診断されており、身体

障害者手帳 1 級を所有している。出生時体重 1714g、身長 42.0cm であった。生後 2 日目に

低酸素脳症となり、生後 20 日間は人工呼吸管理状態であった。発話を始めたのは 2 歳頃で、

初めは喃語のような言葉だった。母親が喃語に対して返事をしていると、徐々に言葉を話す

ようになっていった。2 歳から 6 歳までは療育センターに通い、その後は小学校の特別支援

学級（肢体不自由学級）に通った。小学校卒業後、肢体不自由特別支援学校中学部に入学し

た。現在は特別支援学校を卒業し、福祉施設に通っている。15 歳 11 か月時に実施された遠

城寺式乳幼児分析的発達検査の結果は、移動運動 6 か月‐7 か月、手の運動 11 か月‐1 歳 0

か月、基本的習慣 1 歳 4 か月‐1 歳 6 か月、対人関係 3 歳 4 か月‐3 歳 8 か月、発語 3 歳 4

か月‐3 歳 8 か月、言語理解 4 歳 4 か月‐4 歳 8 か月であった（河合, 2012）。知能検査は、

検査器具や図版を注視することが難しいため実施することができなかった。なお、研究の実

施に際してはインフォームド・コンセントが行われ、保護者の同意と了承が得られている。 
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2．観察と分析の方法 

 2013 年 3 月から、月に 1 回 2 時間程度の観察を行った。場所は、自宅、特別支援学校、

福祉施設、大学、大型スーパー等であった。A の発話の有無やかかわり手の行動に着目して

観察を行った。観察終了後、その日のうちに筆記にて記録を行った。分析は、2013 年 3 月か

ら 2015 年 10 月までの 27 回分の観察記録を対象とした。観察記録の中から発話抑制場面を

抽出し、かかわり手の行動を整理・分類した。 

 
Ⅲ．結果 

 

A の発話抑制場面におけるかかわり手の行動は、次の 3 つに分類することができた。①マ

ザリーズ等を用いた対人距離の不適切な行動、②時間的余裕を与えない代行・進行、③抵抗

できない相手への身体接触を伴った行動である。各々の代表的なエピソードを表 1 にまとめ

た。①の代表例については、会話内容を表 2 に示した。 

①マザリーズ等を用いた対人距離の不適切な行動の代表例は、A とは面識のない女性が、

突然 A の愛称を用いて親しげに話しかけてきた時の場面である。女性は車椅子に座る A と視

線を合わせるように接近して覗き込み、マザリーズと捉えうる高い声と抑揚を強調した話し

方をした。A は発話せず無言の状態が続いたため、介助者が代わりに返事をした。女性は介

助者に A のことを一通り尋ねると、視線をそらせていた A と再び視線を合わせるようにして

覗き込み、声をかけた。この他にも、マザリーズや幼児向けの大きな動作や誇張された表情

を伴った行動をするかかわり手が存在した。例えば、A が特別支援学校で教室を移動してい

た時のことである。離れた場所にいた教員が A を視認すると、頭上で大きく手を振りながら

A の名前を呼んだ。A が教員の方に顔を向けると、教員は両手を顔の近くで振りながら走り

寄り、視線を合わせるようにしてしゃがみこんだ。A が視線をそらせると、回り込んで再び

視線を合わせるように顔を近付けた。終始、マザリーズと捉えうる高くて大きな声で、抑揚

を強調させながら話していた。また、かかわり手が不適切な対人距離でかかわる場面があっ

た。施設にて、A が車椅子に座って食事をしていた時のことである。突然、面識のない男性

が車椅子後方から顔を出し、A に顔を近付けながら挨拶した。A は身体に緊張が入り、机に

両腕をぶつけていた。 

②時間的余裕を与えない代行・進行の代表例は、A がイベントに参加した時の場面である。

イベント司会者の女性は、参加者一人ひとりの名前を呼ぶので返事をするように声をかけた。

A の名前が呼ばれ、A は手を挙げようとしていたが、麻痺のために時間がかかっていた。す

ると、司会者の女性は挙手を待たずに次の参加者の名前を呼んだ。この他にも、時間的余裕 

を与えることなく代行する場面があった。特別支援学校の文化祭で、A が商品販売をしてい

た時のことである。レジにて A が商品のバーコードを読み取ろうと機械を持ち上げたが、麻

痺のために時間がかかっていた。教員は機械を持っている A の手を上から掴み、バーコード

の読み取りを始めた。A の身体からは力が抜け、車椅子にもたれながらぼんやりとした表情

でされるがままになっていた。 

③抵抗できない相手への身体接触を伴った行動の代表例は、A が通う福祉施設での研修会

に参加した時の場面である。母親が A を布団の上に寝かせると、突然面識のない男性が A の

身体を触り始めた。A に対する挨拶や身体に触ることの承諾を得るような働きかけは一切見

られなかった。男性は母親に A の身体の緊張の緩め方を説明し始め、その後、周囲に集まっ
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た他の参加者にも A の身体を使って改めて説明を始めた。説明終了後に母親が尋ねるまで、

男性が研修会の講師であることは A には知らされなかった。母親が A に「A ちゃん、この人

誰って顔をしているね。」と声をかけると、男性は「あぁ、ごめんね。」と言って A の頬や額

を触り、その場を去った。この他にも、A の食事介助をしていた女性が、A の口の中にまだ

食べ物が残っているにもかかわらず、口の中に食べ物を押し込む様子が観察された。女性は

時間内に食事を終わらせることを気にしており、A の口の中に次々と食べ物を運んでいた。 

 

表 1 Microaggression のカテゴリーとその代表例 

カテゴリー 例（エピソード） 

①マザリーズ等を用い

た対人距離の不適切な

行動 

 

 

 

 

 

 

 

A とは面識のない女性が「A ちゃん」と突然話しかけてきた。車

椅子に乗っている A と視線を合わせようと接近して覗き込み、マ

ザリーズと捉えうる発話を続けた。A は女性を見上げていた。女

性は参加したイベントのスタッフで、「今日は楽しみだね、何がし

たい？」と A に尋ねた。A は女性をじっと見るが発話はしなかっ

た。無言の状態が続き、介助者が代わりに返事をした。スタッフ

の女性は A が教員等に対して発話を控えることを事前に知ってい

る様子で「本当に喋らないんだね。」等と A について介助者に一通

り尋ね、再び A を覗き込むように接近して声をかけた。 

②時間的余裕を与えな

い代行・進行 

イベントの参加者（多くは特別支援学校の生徒）を集め、説明が

始まった。司会者の女性は、参加者一人ひとりの名前を呼ぶので

返事をするよう声をかけた。参加者は多く、最初はぼんやりとし

た表情を浮かべていた A は、自分の順番が近付いてくると笑顔を

浮かべるようになった。介助者が A に「もうすぐだね、手を挙げ

る？」と尋ねると、A は笑顔で右手をゆっくり動かし始めた。司

会者の女性に名前を呼ばれ、A は手を挙げようとしていたが、麻

痺のため時間がかかっていた。すると、司会者の女性は A の挙手

を待たずに次の参加者の名前を呼んだ。A の顔からは笑みが消え

て無表情となり、正面に保持していた顔を横に向けた。 

 

③抵抗できない相手へ

の身体接触を伴う行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設にて、母親が A を布団の上に寝かせると、面識のない男性が

A の身体を突然触り始めた。母親が A の姿勢を整えようとすると

男性は「そうじゃない」と制止した。男性は母親に A の身体の緊

張の緩め方を説明し始めた。研修に来ていた人々も周囲に集まり

始め、約 10 名の大人が A を取り囲んだ。男性は改めて周囲の人々

にも施術方法を実演して見せた。A はとても強張った表情で、眼

球が左右に揺れていた。男性が一通り説明を終えたタイミングで、

母親が「もしかして今日の先生ですか？」と尋ねると「そうです」

と答えた。母親は「誰かと思いました」と言い、A に「A ちゃん、

この人誰って顔しているね」と声をかけた。 
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表 2 スタッフと A の会話 
スタッフ  A 

「A ちゃんだよね？」 
 

「今日は楽しみだね。何したい？」 
 

ゆっくりとした口調で繰り返す。 
 

（無言の状態になる。） 
 
介助者に A について質問する。 
（「本当に喋らないんだね。」等） 

 
「またね。」 

 スタッフの方を見る。 
 
スタッフから視線を外さない。 

 
反応しない。 

 
（介助者「いろいろ食べたいみたいです。」）

 
顔を横に向けてスタッフから視線を外す。 
（介助者が回答する。） 
 
顔を背けたままうなずく。 

 

 

Ⅳ．考察 
 

本研究では、相手や状況に応じて発話の有無を意図的に調整する肢体不自由者Aを対象に、

言語報告の難しい肢体不自由者に対する Microaggression の特徴を明らかにすることを目的

として、A の発話抑制場面におけるかかわり手の行動を整理・分類した。その結果、かかわ

り手の行動の特徴を 3 つのカテゴリーに分類することができた。①マザリーズ等を用いた対

人距離の不適切な行動、②時間的余裕を与えない代行・進行、③抵抗できない相手への身体

接触を伴った行動であった。障害者に対する Microaggression 研究が乏しいため、以下では、

態度、ステレオタイプ、コミュニケーション等の知見も用いながら、健常者の差別的行動の

背景要因について検討を行う。 

①マザリーズ等を用いた対人距離の不適切な行動については、Microaggression 研究の「保

護対象化」と一致していると考えられる。従来、障害者に対する子ども扱いは、態度やステ

レオタイプ、コミュニケーション等の研究においても、健常者の不適切な行動として問題視

されてきた。例えば、マザリーズの使用（Gouvier, Coon, Todd et. al., 1994）や単語の多用・

強調 (Liesener & Mills, 1999) といった言語行動が報告されている。これらの行動には、健

常者のネガティブな態度や、「依存的」「管理欠如」「無能」といったステレオタイプがあらわ

れていると考えられている（Ryan, Bajorek, Beaman et. al., 1995）。本事例においても、か

かわり手はマザリーズと捉えうる発話を行っており、19 歳という対象者の年齢にはそぐわな

いものである。対象者も後日、かかわり手に対して不快感を示す発言を行っている。しかし

ながら、かかわり手の女性は自身の捉えうる事柄から対象者の発達検査で示された発達段階

をほぼ的確に捉え、それに応じたかかわりをしていたとも言える。対象者から捉えを修正す

るような働きかけがなかったために、かかわり手は自身の行動を不適切であると認識できず、

行動を強化したと考えられる（表 2 参照）。本研究の結果は、健常者の悪意なき行動に対して

肢体不自由者が反応しない、あるいはできない場合、健常者が自身の行動を不適切であると

認識できず、その行動が助長されてしまう可能性を示している。ただし、マザリーズや表情・

動作の誇張には、自身の言葉や感情を相手にわかりやすく伝える働きがある。肢体不自由者

の中には、障害特性や知的な遅れから、そうした言動の方がコミュニケーションを円滑にと

ることのできる者もいるため、一概に不適切であるとは言い難い。肢体不自由者とかかわる
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際には、ステレオタイプ的に判断するのではなく、相手がどのような言動を求めているのか

を推し量りながらコミュニケーションをとる必要があるだろう。 

②時間的余裕を与えない代行・進行については、Microaggression 研究の「無力との判断」

と関連があると考えられる。また、コミュニケーションに関する研究では、健常者が直接障

害者と話さずに代わりに介助者と話す (オストハイダ, 2005) 等の回避的な行動が報告され

ている。上述の子ども扱い同様、ネガティブな態度やステレオタイプが影響していると考え

られている（山下, 2000）。肢体不自由者の中には、障害のために動作が緩慢な者もいる。そ

のため、能力を低く評価されたり、「できない」と判断されてしまったりされやすいと考えら

れる。本事例においては、時間的余裕を与えれば十分可能な動作であったにもかかわらず、

かかわり手による代行・進行が行われていた。しかしながら、かかわり手の行動からは、従

来の知見で問題視されているような悪意や差別心等は感じられず、むしろ善意による行動で

あったとも考えられる。介助の必要な肢体不自由者の場合、かかわり手は気付かないうちに

当事者のできることまで支援してしまっている可能性が考えられる。過剰な支援に対して、

障害者が不快感を覚えている場合もある（Keller & Galgay, 2010）。今後は、かかわる相手

に応じてどのような支援が必要であるのかを、当事者の意思を尊重しながら改めて考えてい

く必要があるだろう。 

③抵抗できない相手に対する身体接触を伴う行動については、関連する記述が当事者の著

書や介助者へのインタビュー等に散見される。大野（2012）は自身の体験を記した著書の中

で、検査や触診などの医療行為を重ねるうちに、自身の身体を医療者に晒すことや、接触の

抵抗を意識的に消し去ったと述べている。医療従事者と患者という関係性の中で、必要かつ

適切な医療を得るために、自身の意識変革をせざるを得ない状況だったと考えられる。本事

例においては、抵抗することが難しく、我慢せざるを得ない状況でありながら、本人と家族

以外、取り囲んでいた多くの人々は違和感すら覚えていなかった。本来、男性が女性の身体

を突然触るという行為は不適切であり、通常であれば誰かが止めに入るだろう。しかしなが

ら、この場においては誰も何も言わなかった。すなわち、研修会という場においては、不適

切な行動を不適切であると認識できない、あるいは認識できても止める等の行動に移すこと

ができないという状況の力が働いていたと考えられる。肢体不自由者の多くは幼い頃から長

期にわたる介助を受けているため、不快感をもつことすらできない者もいる可能性があると

考えられる。本研究では発話抑制という形で当事者の不快感を捉えることができたが、上述

のような意識の常態化した肢体不自由者については、不快感を捉えることが難しく、問題視

されずに放置されてしまう可能性が高い。今後は、なぜ肢体不自由者が反応しなくなってし

まったのかという点についても、注意を向ける必要があるだろう。 

健常者の差別的行動を捉える従来の枠組みにおいては、背景要因として、態度やステレオ

タイプといった健常者の個人要因に注目されることが多かった。そのため、健常者の態度変

容やステレオタイプ抑制の方略についての検討が重ねられている（例えば、Krahé & 

Altwasser, 2006）。しかしながら、本研究で示されたかかわり手の行動は、態度やステレオ

タイプを好転させるような従来の方法だけでは抑制することは難しいと考えられる。今後は

健常者の差別的行動を抑制するために、状況の力等の従来とは異なる視点からも検討を進め

る必要があるだろう。 
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ABSTRACT 
 本研究は、英語学習に特異的な弱さを示した高校生 2 名（A 児、B 児）を対象として認知

特性に応じた効果的な英語指導法を検討した。アセスメントからは、両名とも全般的知的発

達水準は平均から平均の上の領域で、視覚系ワーキングメモリーに認知的短所が考えられた

一方で、認知的長所として視覚系情報処理（A 児）や聴覚言語系情報処理（B 児）が考えら

れた。英語指導では、英単語の読みと意味の指導を取り上げた。指導法は、単語の「文字」

と「音韻」の関連を「意味」を介在させて覚える見本合わせ法（指導法 α）と、「文字」と「意

味」を語呂合わせで覚える言語化法（指導法 β）を用い、A 児には指導法 α を、B 児には指

導法 αおよび指導法 βを行った。その結果、指導開始前のプレテスト時に比べて、指導終了

後のポストテスト 1 で正答率が上がり、さらに全指導終了後に行われたポストテスト 2 でも

高い正答率がみられたことから、確実な定着が窺えた。ここから認知特性に応じた英単語の

指導法の鍵項目について考察した。 
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Ⅰ．問題と目的 
 

文部科学省（2013）は、初等中等教育段階からのグローバル化に対応した教育環境づくり

を進めるため、小中高等学校を通じた英語教育改革を計画的に進めるための「グローバル化

に対応した英語教育改革実施計画」を公表した。実施計画においては、小学校における英語

教育の拡充強化、中・高等学校における英語教育の高度化など、小・中・高等学校を通じた

英語教育全体の抜本的充実を図ることとなった。 

発達障害やその傾向のある児童生徒は、その特性から学習面における困難さを示すことが

指摘されている。2012 年の文部科学省の調査では、全国の公立小中学校の通常学級に在籍す

る児童生徒のうち、知的発達に遅れはないものの学習面または行動面で著しい困難を示すと

担任教員が回答した者の割合は 6.5％であり、このうち「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算

する」「推論する」といった学習面の一つあるいは複数で著しい困難を示す者の割合は 4.5％、

「読み」「書き」の習得に著しい困難を示す者の割合が最も多い 2.4％と報告されている。 

読み書きなど学習に特異的な困難を示す状態像では、全般的な知能と領域特異的な能力と

の間にアンバランスが生じており、したがって、認知特性の個人差を理解し学習方略を個別

のニーズへ適合させることが重要である（Butterworth & Kovas, 2013）。「読み」「書き」に

関わる文字情報処理の代表的なモデルとしてトライアングルモデル（Seidenberg, 2005）が

ある。これは、単語の音読の過程を定式化したもので、文字層（Orthography）、音韻層

（Phonology）、意味層（Semantics）から構成される。この各層が 3 つのユニット群に三角

形に分散され、中間層を介して相互に連結し、他のユニットと情報交換を行うとされている。

文字層、音韻層、意味層のユニット群の活性化パターンが、それぞれ単語の文字表象、音韻

表象、意味表象にあたるとされるが、「読み」や「書き」に特異的な学習困難を示す児童生徒

においてはいずれかのプロセスにおける障害があると考えられる。 

学習に特異的な困難を示す児童生徒に対する認知特性に応じた指導報告は小学生を対象と

した国語や算数の指導例が大部分を占めており、第二外国語としての英語学習に関する指導

を取り上げた報告は少ない。例えば、中山・森田・前川（1997）は、読みに困難を示す学習

障害児に対し、刺激等価性の考え方に基礎を置いた英語の読み獲得訓練を行っており、見本

合わせ法が英文・英単語の読みに効率的であることを示唆している。村田（2013）は、発達

性ディスレクシア児に対し、フォニックス指導法とローマ字読みを併用することによって英

単語音読の流暢性と読解力が向上し、英単語音読の苦手意識の軽減につながったと報告して

いる。黄（2007）は、英単語の綴りを覚えることに困難を持つ学習障害児に対して個別指導

を行い、聴覚的短期記憶の弱さといった認知的特徴に配慮した指導は、記憶の負荷を減らし、

中学生の学習障害児の指導において有効であることを示唆した。以上のように、英語学習に

特異的な弱さを示す生徒に対する特性に応じたいくつかの指導法は示されているものの、

個々の持つ多様な認知的背景に対応する指導法の蓄積は十分でない。 

「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」によって英語教育の充実が図られるこ

とに伴い、英語学習に困難を感じている生徒に対する、より認知特性に応じた指導実践の充

実と蓄積が必要となると考えられる。よって、本研究では、全般的な知的発達に遅れはない

が、英語の読み書きに特異的な困難を示す生徒 2 名に対する英単語の学習指導を行った。指

導においては英単語の読み・意味・書きの習得を目標とし、それぞれの認知特性に応じた英

単語指導の有効性を検討した。 
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Ⅱ．方法 
 

1．対象 
 対象は通常高等学校に在籍する男子生徒 2 名（A 児および B 児）である。両名とも英語学

習に対して、アルファベットの混乱や、英単語や文章の読み書き、意味など基礎的な定着が

難しいなど、特異的な弱さを示していた。両名のアセスメントの詳細を表 1 および表 2 に示

す。 

 A 児は、インテーク時の生活年齢が 15 歳 1 カ月であった。視力・聴力に異常はなく、利き

手は左手。小学校低学年時から、他者とのコミュニケーションに弱さがあり集団活動への参

加が難しく教室に入れないことが目立っていた。学習面では、特に漢字の習得に弱さを示し

ていたが、自分なりのペースでゆっくりと定着を図ってきていた。中学校進学時に医療機関

を受診し「多動症の疑い」との診断を受ける。中学校では、特に英語の読み・書きに困難さ

を示すようになった。高校入学を機に教育相談に至った。 

アセスメントについて、WISC-IV からは、知覚推理指標（PRI）が他の指標に比して有意

に高く、非言語的概念の形成、空間処理、視覚的体制化といった能力の強さが考えられた。

一方、処理速度指標（PSI）が他の指標に比して有意に低く、特に視覚的短期記憶に基づいて

幾何学図形を処理する速度と正確さの弱さが考えられた。DN-CAS では、プランニングが他

の指標に比して有意に高い一方で、下位検査より幾何学図形の分析・記憶・操作の弱さがみ

られた。DTVP では、図形を認識し操作する能力や、細部に注意を向ける能力の弱さがある

と考えられた（表 1）。なお、同時に行った ADHD-RS および ASSQ-R からは、「多動性－衝

動性」の傾向と、「社会的相互作用」および「こだわり」の傾向が認められた。 

 

表 1 A 児のプロフィール 

WISC-Ⅳ 

（CA15:01） 

FSIQ=93 

VCI=90/PRI=118/WMI=97/PSI=73 

DN-CAS 

（CA15:01） 

全検査標準得点=102 

 プランニング=115/同時処理=98/注意=98/継次処理=96 

DTVP 

（CA15:01） 

ＰＡ Ⅰ＝9;04/Ⅱ＝6:04/Ⅲ＝8:11/Ⅳ＝8:00/Ⅴ＝7:04 

粗点 Ⅰ=22/Ⅱ=16/Ⅲ=16/Ⅳ=8/Ⅴ=7 

CA=Chronological Age 

WISC-Ⅳ(Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition):FIQ=全検査 IQ，VCI=言語理解指標， 

PRI=知覚推理指標，WMI=ワーキングメモリー指標，PSI=処理速度指標 

DN-CAS(Das Naglieri Cognitive Assessment System) 

DTVP(Developmental Test of Visual Perception):Ⅰ～Ⅴについて PA(知覚年齢)および下位検査粗点を示す。 

※検査時の生活年齢が適用年齢を超えていたため、評価点および知覚指数は算出されない。 

 

 

B 児は、インテーク時は 15 歳 4 カ月であった。視覚・聴力に異常はなく、利き手は右手。

小学校では成績良好で中学受験で私立の中高一貫校へ進学している。中学入学後から英語学

習に特異的な弱さを示すようになる。中学 3 年次に医療機関へ受診し「LD の可能性が高い」

と診断された。 
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アセスメントは指導法の検討のため 2 度行った（表 2）。初回アセスメントは B 児が 15 歳

4 カ月時に WISC-Ⅳを中心として行った。WISC-Ⅳでは PRI が高く、また PRI と PSI の差

が大きかったことより、視覚情報を活用して思考する能力の強さがある一方で、単純な視覚

情報を迅速かつ正確に処理する能力に弱さがあると考えられた。2 回目のアセスメントは B

児が 17 歳 0 カ月時に行った。WAIS-Ⅲでは、言語性 IQ（VIQ）が動作性 IQ（PIQ）に比し

て有意に高く、さらに言語理解（VC）が処理速度（PS）に比して有意に高いことより、視覚

系情報処理に比して聴覚系情報処理の能力の強さが考えられた。DN-CAS では、同時処理と

継次処理に比して、プランニングと注意が低く、また下位検査から、思考を柔軟に切り替え

て処理を実行する力の弱さがあり、視覚的図形の処理に時間を要すると考えられた。DTVP

では、全ての下位検査において最高得点を示したことより、DTVP においては視覚系情報処

理の弱さは窺えないと考えられた。ROCF からは、視覚図形の分析・記憶・表現の能力には

一定の強さがあるものの、細部でのエラーがみられたことより、細かい部分の分析・記憶に

弱さがあると考えられた。 

 

表 2 B 児のプロフィール 

WISC-Ⅳ 

（CA15:04） 

FSIQ=109 

VCI=103/PRI=124/WMI=100/PSI=96 

WAIS-Ⅲ 

（CA17:00） 

FIQ=116/VIQ=121/PIQ=105 

VC=112/PO=99/WM=107/PS=94 

DN-CAS 

（CA17:00） 

全検査標準得点=116 

 プランニング=102/同時処理=122/注意=104/継次処理=121 

DTVP 

（CA17:00） 

ＰＡ Ⅰ＝9;04/Ⅱ＝8:06/Ⅲ＝9:03/Ⅳ＝8:00/Ⅴ＝8:00 

粗点 Ⅰ=25/Ⅱ=20/Ⅲ=17/Ⅳ=8/Ⅴ=8 

ROCF 

（CA17:00） 
模写＝36/直後再生＝30/遅延再生＝30 

CA=Chronological Age 

WISC-Ⅳ(Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition):FIQ=全検査 IQ，VCI=言語理解指標， 

PRI=知覚推理指標，WMI=ワーキングメモリー指標， PSI=処理速度指標 

WAIS-Ⅲ(Wechsler Adult Intelligence Scale-Third Edition):FIQ=全検査 IQ，VIQ=言語性 IQ，PIQ=動作性 IQ，

VC=言語理解，PO=作業記憶，WM=ワーキングメモリー，PS=処理速度 

DN-CAS(Das Naglieri Cognitive Assessment System) 

DTVP(Developmental Test of Visual Perception):Ⅰ～Ⅴについて PA(知覚年齢)および下位検査粗点を示す。 

※検査時の生活年齢が適用年齢を超えていたため、評価点および知覚指数は算出されない。 

ROCF(Rey-Osterrieth Complex Figure):36 点満点。 

 

 

2．指導方法 

 A 児および B 児はともに英語学習の困難さを示し、その認知的背景として視覚系情報処理

の速度と正確性の弱さが考えられた。一方、A 児は視覚情報をもとに推理し思考する力の強

さが、B 児は聴覚言語系情報処理の強さが考えられた。 

指導においては、英単語の「読み」と「意味」の理解に焦点化した学習を行うこととした。

この際、文字情報処理に関するトライアングルモデル（Seidenberg, 2005）に基づき、単語



 
 Journal of Inclusive Education，VOL.2 56-65 

 

 
 

60 

の文字（Orthography）-単語の音韻（Phonology）-単語の意味（Semantics）の結びつきを

強めるために、「文字」と「音韻」との間に「意味」を介在させる見本合わせ法を応用した指

導法を基盤とした（指導法 α）。この指導法は A 児および B 児ともに行った。指導法 α の手

順を表 3 に示す。指導では PC のスライドを用いてフラッシュカード法で英単語の学習を行

った。A 児は単語に関する情報が多い方が覚えやすいため、ステージⅠ～Ⅳに加え、Ⅱ’とⅣ’

にてイディオムの用法の理解のための指導も実施した。B 児は、情報が多いと複数の情報を

処理することができずに混乱する認知的弱さがあることより、情報を焦点化し、指導のステ

ージⅠ～Ⅳのみを行った。 

 

表 3 指導法 αにおける意味指導の手順 

ステージ 目標 手順 スライド画面（例） 

Ⅰ 
英単語と意味を正

しく読み上げる。 

(1)英単語が提示された画

面で英語を読み上げ

る。 

(2)意味が書かれた画面で

意味を読み上げる。 

⑴         ⑵ 

Ⅱ テンポよく読む。 Ⅰを 5 回繰り返す。  

  Ⅱ’ 

イディオムを読み

上げ、用法を正し

く理解する。 

イディオムのみをまず提

示し、続けてイディオム

の意味を提示し、読み上

げる。 

※A 児にのみ実施。 意味はアニメーションで提示。 

Ⅲ 意味を理解する。 

(1)意味が提示された画面

で意味を読み上げる。 

(2)英単語が提示された画

面で英語を読み上げ

る。 

⑴         ⑵ 

Ⅳ テンポよく読む。 Ⅲを 5 回繰り返す。  

  Ⅳ’ 

イディオムを読み

上げ、用法を正し

く理解する。 

イディオムのみをまず提

示し、続けてイディオム

の意味を提示し、読み上

げる。 

※A 児にのみ実施。   意味はアニメーションで提示。 

 

さらに、B 児においては、2 回目のアセスメントの結果を踏まえ、指導法 α から指導法 β

に移行した。指導法 β では、B 児の聴覚言語系情報処理の強さをより活用するために、英単

語の文字と音韻さらに意味を、日本語による「語呂合わせ」で覚える言語化法を採用した。

指導法 βの手順を表 4 に示す。指導法 βは、提示された語呂を読み上げ、指導者と一緒に語

呂の内容を解釈・イメージし、エピソードとして英単語の音韻と意味の定着を図る方法であ

る。 

 

立つ stand 
スタンド 

stand up 
stand up 
立ち上がる 

立つ stand 
スタンド 

stand up stand up 
立ち上がる 
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表 4 指導法 βにおける意味指導の手順 

ステージ 目標 手順 例（talk） 

Ⅰ 語呂合わせを読む。 
英単語の語呂合わせを

読み上げる。 
「遠くの人と話す」 

Ⅱ 
イメージした内容

を話す。 

語呂合わせの内容を解

釈し、イメージする。 
「遠くの人と話しているようだ」 

Ⅲ 

語呂合わせ、英単

語、意味を諳んじる

ことできるように

する。 

語呂合わせ、英単語、意

味の順に唱える。 

「遠くの人と話す」 

「talk」 

「話す」 

Ⅳ 
語呂から正しい綴

りを書字する。 
語呂を唱え、書字する。 「遠くの人と話す」[talk] 

 

 

3．手続き 
A 児は 20XX 年 10 月から翌年 12 月の期間、B 児は 20XX 年 5 月から翌年 12 月の期間、

週に 1 回の頻度で、1 セッション 20～40 分間として指導を行った。A 児は全 42 セッション、

B 児は全 24 セッションを行った。 

指導に先立ち、英単語の習得度を確認し、指導する単語を確定することを目的としてプレ

テストを実施した。プレテストは中等教育における必修基本語から選択した英単語について

行った。プレテストは、A 児では 7 回、B 児では 4 回に分けて実施した。各プレテストで、

読みと意味が答えられなかった単語、読みはできたが意味が答えられなかった単語、意味は

答えられたが読むことができなかった単語を指導対象とし、指導を行った。 

指導の効果を評価するため、各指導期終了後に定着確認テストとしてポストテスト 1 を実

施した。その後、全指導終了後に再度定着を確認するためにポストテスト 2 を実施した。A

児には、指導法 α の各単元終了後にプレテストと同じ内容であるポストテスト 1 を実施し、

全指導終了後には全プレテストと全ポストテスト 1 において誤りがみられた英単語から 50

語を抽出したポストテスト 2 を実施した。B 児には、指導法 αにおいてはプレテストで誤答

がみられた単語の指導終了後にポストテスト 1 を、全指導終了後には指導内容に基づくポス

トテスト 2 を実施した。 

 1 セッションで扱う英単語は、A 児は 10 語程度、B 児は 4～8 語程度とし、指導を行った。

指導法 α および指導法 β ともに、1 セッションで全てのステージを実施し、次セッション回

から 2 回にわたり定着を図るために反復しての指導も行った。 

 

4．分析 

分析では、英単語の読みと意味についてエラーの分類および判断基準を作成した。主な判

断基準は、「正答」（読みおよび意味ともに正答であったもの）、「意味誤り」（意味が誤ってお

り、読みのみ正答であったもの）、「読み誤り」（読みが誤っており、意味のみ正答であったも

の）、「誤答」（読みおよび意味ともに誤答であったもの）の４つに分類し、指導開始前のプレ

テストと指導終了後のポストテストについて、エラーの質の推移を検討した。エラーについ

ては、プレテストおよびポストテストの誤答に占める割合を算出した。 
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5．倫理的配慮 

本研究は高知大学教育研究部人文社会科学系教育学部門研究倫理規則に基づいて行われた。

研究に先立ち、本人および保護者に研究の内容を書面にて説明し同意を得た。 

 
Ⅲ．結果 

 

A 児の指導法 αにおけるプレテストおよびポストテスト 1 の平均正答率と、各テストや指

導にてみられた誤りから作成したポストテスト 2 の正答率を図 1 に示す。A 児の指導法 αで

は、①から⑦までの単元を学習した。プレテストの平均正答率は 55％、ポストテスト 1 の平

均正答率は 82％であり、ポストテスト 2 の正答率は 98％であった。 

A 児のエラー分析の結果を図 2 に示す。プレテストではエラーとして「意味誤り」が多く

みられ、読むことはできるが意味が分からない英単語が多かったが、ポストテストでは全て

の単元において、エラー率が減少している。また、意味は分かるが読むことができない「読

み誤り」の割合も、プレテストからポストテストで減少している。さらに、プレテストでは、

読みおよび意味ともに誤る「誤答」がみられたが、ポストテストではみられなかった。 

 

  
図 1 英単語テストの成績の変化（A 児）   図 2 英単語テストのエラー分析（A 児） 

 

 B 児の指導法 α におけるプレテストおよびポストテスト 1・ポストテスト 2 の平均正答率

と、指導法 βにおけるプレテストおよびポストテストの正答率を図 3 に示す。B 児の指導法

α では①から③までの単元を学習し、指導法 β では単元④を学習した。指導法 α におけるプ

レテストの平均正答率は 53％、ポストテスト 1 の平均正答率は 76％、ポストテスト 2 の平

均正答率は 74％であった。また、指導法 β におけるプレテストの正答率は 58％、ポストテ

ストの正答率は 100％であった。 

 B 児のエラー分析の結果を図 4 に示す。プレテストではエラーとして、「誤答」が最も多く

みられたが、ポストテスト 1・2 にて減少していた。また、指導法 αにおける単元①から③の

ポストテスト 1 およびポストテスト 2 では「意味誤り」や「読み誤り」がみられたが、指導

法 βにおける単元④のポストテストでは、「正答」が 100％であった。 
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図 3 英単語テストの成績の変化（B 児） 

 

     
図 4 英単語テストのエラー分析（B 児） 

 

 

Ⅳ．考察 
 

本研究は、英語学習に特異的な困難を示し、その認知的背景には視覚的情報処理の速度と

正確性の弱さが考えられた 2 事例に対し、トライアングルモデルに基づいた英単語の読みと

意味の指導を行った。この際、A 児は視覚情報をもとに推理し思考する力の強さが、B 児は

聴覚言語系情報処理の強さが考えられたため、アセスメント結果を踏まえ、各々の認知特性

に応じた指導法 αと指導法 βの 2 種類の指導方法を展開した。 

 指導法 αは、英単語の文字、音韻、意味の関係性の理解について、文字と音韻の間に意味

を介在させる見本合わせ法を基盤とした。実際の手続きは PC を利用しスライドを用いたフ

ラッシュカード課題により進め、英語から日本語、日本語から英語というパターンが交互に

提示される方法で行うことにより、英単語の定着と自動化を図った。A 児は、単語に付随す

る知識があることによってより記憶の定着が促進されると考えられたため、イディオムも学

習内容に取り上げて指導を行った。その結果、指導で扱った①から⑦の全ての単元において、

ポストテストでは 20％から 46％の成績の向上がみられた。また、A 児に多くみられた「読

めるが意味が分からない」英単語の割合は減少し、「読むことができず、意味も分からない」

英単語はみられなくなった。同様に、B 児もポストテストでは 8％から 34％の成績の向上が

みられ、エラー分析から「読むことができず、意味も分からない」英単語の割合が減少した。
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先行研究では、中山ら（1997）を支持するものである。ここから、視覚情報をもとに推理し

思考する力に一定の認知的強さがある生徒に対しては本指導が有効であると考えられる。 

 B 児については、指導法 αによる一定の定着が考えられたものの、ポストテスト 1 および

2 の成績から学習の定着と自動化が効率的でないことが示唆され、より認知特性に応じた指

導の必要性が考えられたため、2 回目のアセスメントに基づき指導法 β に変更した。指導法

β は、B 児の認知的な強さである聴覚言語情報処理能力を考慮した、英単語の読みと意味を

言葉で唱える語呂合わせ法であった。語呂合わせは B 児にとってイメージしやすいものを用

い、エピソードとして長期記憶への定着を図った。指導法 β におけるポストテストの結果は

100％の正答率を示した。指導法 βは、B 児の認知的な強さである、言語を概念化しイメージ

を操作する力や、全体を効率的に捉える力を効率的に学習に取り入れたことが、より有効性

を示したものと考えられる。森澤・鈴木・寺田（2013）は、漢字の書字に特異的な弱さを持

った児童に対して、漢字書字指導を行った。対象児は、視覚系情報処理に認知的弱さを示す

一方、聴覚言語情報処理に強さを示したことから、漢字の形態特徴を「ことば」を介して明

確にする言語化指導法を用い、その結果、漢字習得の向上を認めた。本研究の結果は森澤ら

（2013）を支持するものと考えられ、聴覚言語情報処理の認知的強さを示す場合には、漢字

など日本語に加え、英単語でも、ことばを介してその形態特徴のイメージを高める指導法の

有効性が考えられる。 

本実践では、指導法 αおよび指導法 βにおいて、英単語の書字指導も行った（いずれもデ

ータ示さず）。英単語には音韻（Phonology）・意味（Semantics）・文字（Orthography）の

3 つの側面を持つトライアングルモデルがあり、各側面が確立されることにより、相互に作

用し、より英単語の定着が強固になると考えられたためである。書字指導では指導法 αおよ

び指導法 β に合わせて、いくつかの方法を試行しているが、いずれも指導終了後に書字の成

績が向上したため、今後は、対象とする単元および英単語数を増やし、本実践にて行った書

字指導についても検討していく必要があると考えられる。 

 本研究では、2 名の対象児に対し、各々の認知特性に応じた英単語の意味指導を展開した。

その結果、効率的な学習が進み、指導の一定期間後の定着も良好であったことより、各対象

児の認知特性に応じた指導法が有効であったと考えられる。認知特性に応じた指導を行う際

には、アセスメント結果に基づいて対象児の認知特性を十分理解し、それを踏まえた指導方

法を実践・検討することが重要である。また、綿密なエラー分析を行い、対象児にとってよ

り効果的な学習方法となるよう改善していく過程も必要であると考えられる。 
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